


 

  



 

 

「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながるまち」を目指して 
 

東村山市は、武蔵野の美しい面影を残す狭山丘陵に抱かれ、トトロのふるさと
八国山、その八国山を背景に菖蒲をはじめ四季折々の花を咲かせる北山公園、雑
木林が残る都立東村山中央公園、入所者の皆様がふるさとを思い大切に育ててこ
られた森が広がる国立療養所多磨全生園など多くの緑地や公園、農地が点在する
とともに、五つの川と野火止用水が流れる、豊かなみどりと水辺に恵まれたまち
です。 
残念ながらみどりの減少は続いていますが、平成 23 年(2011 年)3 月に策定し

た「東村山市みどりの基本計画 2011」に基づきこの 10 年間、市民の皆様や関係
機関の協力を得て、せせらぎの郷多摩湖緑地や淵の森緑地の公有地化、北山公園
の整備等を進めるとともに、みどりを整備するだけでなく、維持・管理する観点
からも「東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン」を策定し、みどりの質を
高める取り組みを進めるなど大きな成果をあげることができました。 
一方、計画策定から 10 年が経過し、地球温暖化の抑制や CO2の削減、防災・

減災、生物多様性の確保など、みどりの持つ多様な機能の重要性が再認識され、
みどりを取り巻く環境は大きく変化しました。こうした変化を踏まえて、東村山
市のみどりの多様な機能を活かす方策や、市民・市民団体、事業者、関係機関等の
皆様方との協働を更に進めていく方策などを整理し、ここに新たな「東村山市み
どりの基本計画 2021」を策定いたしました。 
本計画と時を同じく策定された第５次総合計画に掲げられた将来都市像は

「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」です。多くの市民の方が
「東村山らしさ」のトップに挙げるのは豊かなみどりであり、現代を生きる私た
ちにはこの貴重なみどりを次世代に継承していく責務がございます。この将来都
市像の実現を目指し、本計画の諸施策を推進してまいりますので、皆様のさらな
るご理解とご協力をお願い致します。  
最後に、本計画では「大好き東村山写真コンクール」への応募写真を使用させ

ていただき、東村山市の素晴らしい水とみどりの姿を多数掲載することができま
した。この場をお借りし、掲載をご承諾いただきました皆様に感謝申し上げます。
また、本計画の策定にあたりご尽力いただきました緑化審議会の皆様、貴重なご
提言をいただきました市民・市民団体、事業者、関係機関等の皆様に心からお礼
を申し上げます。  

 
令和３年（2021 年）3 月 
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第１章 計画の基本的な考え方 
１ 東村山市みどりの基本計画 2021 策定の目的 

私たちの住む東村山市は、狭山丘陵
*
を背に柳瀬川、空堀川をはじめ野火止用水など

の水辺空間を有し、点在する樹林地や農地が武蔵野の面影を今に色濃くとどめるみど

り豊かな都市です。
 

東村山市では、平成 23 年に「東村山市みどりの基本計画 2011」を策定し、ひとと

自然が共生する「新たな里山づくり」をキーワードに取り組みを進めてきました。計画

に基づき、せせらぎの郷多摩湖緑地や淵の森緑地の公有地化、北山公園の整備等を進め、

貴重なみどりを保全してきましたが、都市の発展による市街化が進み、みどりの著しい

減少が続いています。 

その反面、地球温暖化の抑制や CO2 の削減、防災・減災、生物多様性
*
の確保など、

みどりの持つ多様な機能の重要性が再認識されています。このようなことから、本計画

の根拠法となる都市緑地法の改正が実施され、みどりの担う役割も変化しています。
 

こうした様々な状況に対応しつつ、東村山市の豊かなみどりを守り・育てていくため、

みどりの多様な機能を「活かす」グリーンインフラの取り組みを進めます。そして、市

の最上位計画となる「東村山市第５次総合計画～わたしたちの SDGs～」をともに進め

る、「東村山市みどりの基本計画 2021」（以下、本計画という）を策定します。 

 

  

春の北山公園 

  マーク…大好き東村山写真コンクールの応募作品です。写真に添えた説明は本計画に合わせて作成

しました。 

* マーク…専門的な用語などです。資料編に用語解説がありますので参考にしてください。 
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２ 計画づくりのキーワード 

本計画で前提となる考え方やキーワードを解説します。 

（１）みどり 

東村山市では、平成 11 年に「東村山市緑の基本計

画」が策定され、平成 23 年に「東村山市みどりの基

本計画 2011」として改定されています。 

その際に、樹木・草木だけでなく、生態系や環境等

自然の構成要素全体を示す言葉として「みどり」を定

義しました。 

（２）里山 

里山とは、原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、そ

れらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域のことです。農林業などに伴

う様々な人間の働きかけを通じて環境が形成・維持されてきました。里山は、特有の生

きものの生息・生育環境として、また、食料や木材など自然資源の供給、良好な景観、

文化の伝承の観点からも重要な地域とされています。 

「東村山市みどりの基本計画 2011」では、里山の概念を広くとらえ、「東村山の原

風景」として、また、「みどりと人と生きものが共生する地域」として里山という言葉

を使っており、本計画においてもそれを踏襲しています。 

（３）「みどり」の多様な機能 ―グリーンインフラの活用― 

グリーンインフラ（GI）とは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面にお

いて、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づ

くりを進める取り組みのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ＳＤＧｓ 

「持続可能な開発目標（SDGs）」とは、 2030 年までに持続可能でよりよい世界を

目指す国際目標のことです。17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の

「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。東村山市では、

市の最上位計画である東村山市第５次総合計画において、SDGs の達成への貢献を目指

しています。 

 

みどり 

 

樹木・草木＋生態系や環境 

 

水質浄化 

気温上昇の抑制 

水源涵養 

良好な景観の 

形成 

防災・減災 

生きものの生息・ 

生育の場の提供 

農産物の生産 

土壌の創出・ 

保全 
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ＳＤＧｓの 17のゴール 
 

 目標 1 ［貧困］ 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困

を終わらせる 

  目標 2 ［飢餓］ 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養の改善を実現し、持続可能な農業
を促進する 

 目標 3 ［保健］ 
あらゆる年齢のすべての人々の健

康的な生活を確保し、福祉を促進する 

  目標 4 ［教育］ 
すべての人に包摂的かつ公正な質

の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する 

 
目標 5 ［ジェンダー］ 
ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児のエンパワーメントを
行う 

  目標 6 ［水・衛生］ 
すべての人々の水と衛生の利用可

能性と持続可能な管理を確保する 

 
目標 7 ［エネルギー］ 
すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的なエネルギーへ
のアクセスを確保する 

  目標 8 ［経済成長と雇用］ 
包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇用
と働きがいのある人間らしい雇用（デ
ィーセント・ワーク）を促進する 

 
目標 9 

［インフラ、産業化、イノベーション］ 
強靭（レジリエント）なインフラ構

築、包摂的かつ持続可能な産業化の促
進及びイノベーションの推進を図る 

  目標 10 ［不平等］ 
国内及び各国家間の不平等を是正

する 

 目標 11 ［持続可能な都市］ 
包摂的で安全かつ強靭（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する 

  目標 12 ［持続可能な消費と生産］ 
持続可能な消費生産形態を確保する 

 目標 13 ［気候変動］ 
気候変動及びその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる 

  目標 14 ［海洋資源］ 
持続可能な開発のために、海洋・海

洋資源を保全し、持続可能な形で利用
する 

 

目標 15 ［陸上資源］ 
陸域生態系の保護、回復、持続可能

な利用の推進、持続可能な森林の経
営、砂漠化への対処ならびに土地の劣
化の阻止・回復及び生物多様性

*
の損

失を阻止する 

  目標 16 ［平和］ 
持続可能な開発のための平和で包

摂的な社会を促進し、すべての人々に
司法へのアクセスを提供し、あらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する 

 目標 17 ［実施手段］ 
持続可能な開発のための実施手段

を強化し、グローバル・パートナーシ
ップを活性化する 

  

…SDGs で定められている 17 のゴールのうち本計画と関連性の高いゴール 

（５）都市緑地法の改正―既存ストックの保全・活用や維持管理へ― 

平成 29 年に「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行され、民間活力の導入や

みどりとオープンスペース
*
の整備・保全等に関する制度が充実するなど、従来の新た

な公園・緑地等の創出から、既存ストック（既に整備されてきた公園・緑地等）の保全・

活用や維持管理へと方向性を転換しています。これに伴い、都市緑地法に基づき市町村

が策定する「緑の基本計画」についても、都市公園
*
の管理の方針や農地の保全を計画

に位置づける等、記載事項が拡充されました。  
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（６）東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン 

東村山市ではみどりの基本計画をはじめとするみどりを守るための計画に具体性・

実効性を持たせるため、平成 27 年度に公共緑地、都市公園
*
、用水、街路樹、学校等の

公共の緑を対象に、それぞれのみどりの特性に応じた植生管理のあり方を「東村山市公

共の緑の植生管理のガイドライン」としてとりまとめています。
 

 

植生管理の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伐採により維持する管理 

手をつけずに保存する管理 

〇樹木密度が高く、危険木も多い樹林 

〇生育密度が高いままクヌギが高木化している樹林 

〇常緑樹林への遷移が始まっている樹林 

〇シラカシを中心とした常緑樹林が広がっている樹林 

危険木の除去やアズマネザサを中心とした下層植生の定

期的な草刈りなどの管理が行われており、これを継続し

ます。 

現状維持の管理 

〇樹林密度が適正で林内が明るい樹林 

〇危険木の除去や下草刈りが定期的に行われている樹林 

伐採により本数を減らした上で、維持していくことを基

本方針とします。その際、危険木、落葉や日蔭などの近

隣に及ぼす影響が大きい樹木を中心に伐採していきま

す。 

その際に、萌芽更新
*
を促すために下層の低木や草本も伐

採して林床を明るくします。萌芽更新
*
しない場合は補植

します。 

河川沿いや斜面に立地する樹林は、侵食防止の観点、生

物多様性*の観点から積極的な伐採や下草刈り等は行わ

ず、手を付けずに保存します。 
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３ 計画の位置づけ 

「緑の基本計画」は、都市緑地法第４条に基づく法定計画です。東村山市では、「東

村山市緑の保護と育成に関する条例」第５条においても計画の策定が位置づけられて

います。 

計画策定にあたっては広く市民意見の反映に努める必要があり、策定した計画は、公

表するよう努めることとされています。また、国や東京都の施策及び東村山市総合計画

をはじめとする各種計画と整合を図る必要があります。 

東村山市では、平成 23 年の改訂時に検討した「みどり」の定義を踏まえ、「東村山

市緑の基本計画」から、「東村山市みどりの基本計画」と名称を改めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市みどりの基本計画の位置づけ 

 

  

東村山市都市計画 
マスタープラン  

東村山市創生総合戦略 

東村山市環境基本計画 

東村山市農業振興計画 

等 

東村山市みどりの基本計画 

東村山市総合計画 
（基本構想・基本計画） 

東村山市緑の保護と 

育成に関する条例 

 

国の施策・計画 
東京都の 

施策・計画 
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諮 問 

 

答 申 

 

４ 計画期間 

本計画の期間は、令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度の 10 年間とします。 

 

 

 

５ 計画の策定 

本計画の策定にあたっては、「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づいて設

置される東村山市緑化審議会や、東京都及び庁内関係部署との協議・調整を図りました。 

また、市民公募の委員によるワークショップ、市民意識調査や各種計画策定に係る意

向調査結果の分析、緑地保護区域所有者等の関係者ヒアリング、パブリックコメントな

どを実施し、市民や市民団体等の意見を計画に反映し策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定体制 

 

 

  

協 議 

市民意見の反映 

東村山市 
東村山市 

緑化審議会 
庁内調整 

関係所管会議 

市民ワークショップ 

各種市民意向調査結果 

パブリックコメント 

ヒアリング 

緑地保護区域所有者等 

調 整 

東京都 
協 議 

市民・市民団体等 
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６ 計画の構成 

本計画の構成は、下表の通りです。 

第１章 

計画の 

基本的な 

考え方 

１ 東村山市みどりの基本計画 2021 策定の目的 

２ 計画づくりのキーワード 

３ 計画の位置づけ 

４ 計画期間 

５ 計画の策定 

６ 計画の構成 

第２章 

東村山市の

みどりを取

り巻く状況 

１ 東村山市の概要 

（位置、地形・地質、人口・世帯、土地利用、植生、生物多様性、水辺環境） 

２ 東村山市のみどりの状況 

（緑被調査・緑地調査・市民意向） 

第３章 

みどりの課

題と計画の

方向性 

 

１ 東村山らしいみどりを活かす 

２ 貴重な水辺やみどりの計画的な確保 

３ 生物多様性の保全など、みどりの多様な機能の発揮  

４ 丁寧な維持管理・更新による、みどりの質の向上 

５ 豊かな農地の保全と活用 

６ 特徴的なみどりのまちづくり 

７ 東村山市のみどりのライフスタイルの構築 

８ 多様な主体との連携・協力 

９ 適切な進行管理 

第４章 

計画の理念

と将来像 

 

１ 計画の基本理念 

活きたみどりを 育む・楽しむ 東村山 ―持続可能なみどりのまちづくりを目指して― 

２ みどりの将来像 

 

 

３ 計画の基本方針 

 

 

 

 

 

 

第５章 

計画実現の

ための施策

展開 

 

 

 

 

 

 

第６章 

重点施策と

目標指標 

 

 

 

第７章 

計画の実現

に向けて 

１ 多様な主体との協働 

  1 市民・市民団体との協働 2 民間事業者との協働 3 行政の連携 

２ 計画の適切な進行管理 

  １ 進行管理の考え方 ２ 進行管理スケジュール  

 

重点施策 

目標指標 

重点施策 

目標指標 
 

みどりの姿 ひとの姿 まちの姿 

1 東村山の魅力

となるみどり

を守り・活かそ

う 
 

3 みどりとひと  

のつながりを

深めよう 

2 みどりととも

に暮らすまち・

ライフスタイ

ルをつくろう 
 

１樹林地のみどり 
２農のみどり 
３水辺のみどり 
４生物多様性に配

慮したエコロジ
カルネットワー
ク 

 
 

１みどりに親しみ
つながりを深め
る 

２多様な主体との
協働 

１公園・緑地 
２まちのみどり 
３みどりをつなぐ 
４計画的なみどり

のまちづくり 
５花やみどりのま
ちづくり 

 
 

重点施策 

目標指標 
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図 東村山市の位置 

図 東村山市の地質 

第２章 東村山市のみどりを取り巻く状況 
東村山市の概要とみどりの状況について整理します。 

１ 東村山市の概要 

（１）位置 

東村山市は東京都の北西部、北緯 35 度 45 分、東経 139 度 28 分に位置し、狭山丘

陵
*
を背に、荒川から多摩川にかけて広がる武蔵野台地のほぼ中央部にあります。清瀬

市、東久留米市、小平市、東大和市、（埼玉県）所沢市に接しており、面積は 17.14km
2

（東西 5.88km、南北 5.24km）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地形・地質 

地形は、主に市域の大半を占める武蔵野段丘（標高 65～85ｍ）、北西部に分布する

狭山丘陵
*
（標高 80～100ｍ）からなり、その他、中小河川 

沿いの低地（標高 60～80ｍ）が分布しています。 

  

資料：国土数値情報より作成 
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図 土地利用現況 

（３）人口・世帯 

令和２年１月 1 日時点において、人口は 151,255 人、世帯数は 73,418 世帯、1 世帯

あたり人員は 2.06 人となっています。国勢調査によると、人口及び世帯数は、増加傾

向にありましたが、平成 22 年以降人口は減少傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口・世帯数の推移 

（４）土地利用 

幹線道路沿いに商工業地があり、それ以外は住宅地になっており、北部を中心に農地

がモザイク状に分布しています。また、市境周辺に大規模な森林や公園があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：令和元年度東村山市統計書 （H2～H27 国勢調査） 

資料：平成 29 年度東京都都市整備局多摩部土地利用現況調査より作成 

45,815 49,248
54,989 59,048

63,985 64,604

134,002 135,112
142,290 144,929

153,557 149,956

2.92

2.74
2.59

2.45 2.40
2.32

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27

（人）（人,世帯） 世帯数 人口 １世帯あたり人員



 

12 

図 現存植生図 

（５）植生 

東村山市の樹林地は、都立狭山緑地（狭山公

園）や都立八国山緑地、せせらぎの郷多摩湖緑

地周辺の地域にまとまって分布しています。こ

れらは主にコナラ、クヌギなどの雑木林であり、

アカマツ林が所々に分布します。その他、市内

の大部分にまとまった樹林地は少なくなって

いますが、空堀川や野火止用水沿いなどに小さ

な雑木林が点在するほか、所々にシラカシ屋敷

林なども見られます。農地は、果樹園や畑がモ

ザイク状に広がっています。 

都立小平霊園、都立東村山中央公園、都立狭

山緑地（狭山公園）が「残存・植栽群落等をも

った公園、墓地等
*
」としてまとまった面積があ

るほか、北山風致地区や国立療養所多磨全生園、

多摩北部医療センターなどが「緑の多い住宅地
*
」

となっています。
 

 
 

 

 

 

 

  

資料： 1/25,000 植生図 GIS データ（環境省生物多様性センター）より （平成 19 年度調査） 

都立八国山緑地のみどり 

市街地に広がる農地 
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（６）生物多様性の概要 

市北西部の狭山丘陵
*
は、市街地の中に浮かぶ

「みどりの島」のように残された首都圏を代表

する重要な自然環境です。東京都と埼玉県にま

たがっており、東西約 11km、南北約 4km とい

う大規模な樹林と湖が広がっています。今では

あまり身近に見ることができなくなったカタ

クリやキンランなどの草花、オオタカやフクロ

ウなどが生息しており、里山の自然と景観にふ

れることができます。このようなことから、狭

山丘陵
*
及び狭山丘陵

*
周辺の湿地は、環境省の

選定する「生物多様性保全上重要な里地里山」

及び「生物多様性
*
の観点から重要度の高い湿地」

に選定されています。 

東村山市では、狭山丘陵
*
の多くの部分は、都

立狭山緑地（狭山公園）及び都立八国山緑地に

指定されています。都立八国山緑地に隣接する

北山公園では、平成 27・28・30 年度に生物調

査を実施し、トウキョウダルマガエル等の希少

生物の生息・生育が確認されました。また、在

来種に悪影響を与える外来種も多く生息して

いることが判明し、生物多様性
*
の保全の取り組

みのひとつとして、市民協働による外来種防除

の取り組みを実施しています。 

また、東村山市と埼玉県所沢市との境にある、

約 0.76ha の淵の森緑地では、多様な動植物を育

む豊かなみどりの中を、清らかな柳瀬川が流れ

ています。昔ながらの自然を残したこの森を散

策しながら、宮崎駿氏は「となりのトトロ」の

アイディアを練ったといわれています。淵の森

緑地では、数々の珍しい野草が自生するほか、

オオタカの飛来や、オハグロトンボ、天然アユ

の生息も確認されています。 

  

北山公園における外来種防除活動 

明るい雑木林に咲くキンラン 

北山公園しょうちゃん池に 

飛来する野鳥 

淵の森緑地 
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図 水系図 

（７）水辺環境 

市内を流れる主な河川等は、３つの河川（柳

瀬川、空堀川、北川）と４つの水路（野火止用

水、前川、出水川、沢の堀）となっています。

また、せせらぎの郷多摩湖緑地など、複数の箇

所で湧水が確認されています。 

これらの水辺環境は、周辺の雑木林など東京

都内では貴重となった空間とともに、住民にと

って潤いをもたらす身近な場所となっていま

す。こうした状況を反映して、市民による様々

な活動（河川清掃、維持管理、イベント等）が

行われています。 

  

住宅地を流れる野火止用水 

資料：環境省 湧水保全ポータルサイト 東京都の代表的な湧水 

東京都都市整備局多摩部土地利用現況調査及び国土地理院地理院タイルを加工して作成 
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２ 東村山市のみどりの状況 

東村山市のみどりの状況を把握するため、緑被調査、緑地調査、みどりに関する市民

意向調査の３つの調査を実施しました。 

 

緑被調査は、緑被地を把握するために実施しました。緑被地とは、河川や池などの「水

辺地」のほか、「樹林地」・「草地」・「農地」等、みどりに被われた土地のことです。

平成 29 年度に撮影された航空写真を判読し実施しました。 

緑被地 

樹林地 樹木に覆われている土地 

草地 芝生など草に覆われている土地 

農地 農作物の生産に利用されている土地 

水辺地 河川や池などの水面に覆われている土地 

 

 

緑地調査は、公園・緑地を把握するために実施しました。公園・緑地とは、都市公園

法に基づく都市公園
*
や土地利用規制など一定の定義の中で担保された土地のことです。

東村山市では、下表のような区分により、公園や緑地の状況を把握しました。 

公園・緑地 

施
設
緑
地 

都市公園
*
 

（都市公園法で規定するもの） 
都市公園*・緑地・緑道 

都市公園以外の公園 

公共施設

緑地 

公共緑地・公共緑道（市で所有又は管理する緑地緑道） 

児童遊園*・仲よし広場*・運動場・市民農園*・ 

公立学校のグラウンド・公共施設の植栽地 

民間施設

緑地 

民設公園*・公団・公社が設置する住宅内の公園 

民間教育施設のグラウンド・社寺境内地 

体験農園*・民間トラスト地 

地
域
制
緑
地 

法に基づくもの 

都市計画法・都市緑地法（近郊緑地保全区域・風致地区*） 

生産緑地法(生産緑地地区*) 

河川法（河川区域） 

条例に基づくもの 

都条例（都歴史環境保全地域・都緑地保全地域） 

市条例（緑地保護区域*・保存樹木*・特別保存樹木*・ 

保存生垣*） 

資料：新編緑の基本計画ハンドブック（平成 19 年）を参考に作成 

 

みどりに関する市民意向調査は、市民公募委員によるワークショップの開催や緑地

保護区域所有者へのヒアリング、既存の市民意向調査のみどり関連部分のとりまとめ

などを実施しました。  
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（１）緑被の状況 

緑被地は、緑被面積 450.7ha、緑被率（市全体の面積に占める緑被地の割合）は 26.3%

です。樹林地が 232.8ha、草地が 65.6ha、農地が 152.3ha でした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
緑被現況図 

 
平成 29 年撮影の航空写真より作成 
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緑被率の推移では、平成 20 年度時点と比較し、緑被地の減少面積は 95.5ha、緑被率の

減少は 5.5%でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年撮影の航空写真をもとに行った令和元年度の調査では、都立八国山緑地や北

山公園のある諏訪町三丁目、都立狭山緑地（狭山公園）のある多摩湖町二丁目、都立東村

山中央公園のある富士見町五丁目、国立療養所多磨全生園のある青葉町四丁目が緑被率

50％以上と高くなっています。一方、鉄道沿線の地域では、緑被率が 20％未満と低くな

っています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑被の推移 

町丁目別の緑被状況 
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（２）緑地の状況 

令和２年３月 31 日時点での公園・緑地の面積は、約 345ha でした。 

 

①都市公園などのみどり（都市公園・緑地及び都市公園以外の公園・緑地） 

市内には、都立東村山中央公園や都立狭山緑地（狭山公園）など４つの都立の都市公園
*
・

緑地と、北山公園など 19 の市立の都市公園
*
・緑地が整備されています。都立東村山中央

公園や都立狭山緑地（狭山公園）、都立八国山緑地は、規模が大きく都市環境の緩和に寄

与するとともに、生きものの生息・生育の場ともなっています。東村山市では、せせらぎ

の郷多摩湖緑地や淵の森緑地などを取得し、貴重な自然環境の保全を図っています。 

北山公園は東村山市を代表する公園であり、八国山と連続する雑木林や水田など里

山の自然が市民など多くのひとの手により保全されているほか、花菖蒲をはじめ季節

の花々を楽しむなど、様々な活動に利用されています。その他の都市公園
*
、仲よし広

場
*
や児童遊園

*
、運動場、都内で唯一の民設公園

*
である「萩山四季の森公園」なども、

市民が気軽に利用できる憩いの場、レクリエーションの場となっています。 

市内には多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）をはじめとする緑道が各所に整備さ

れ、みどり豊かな都市景観を形成するとともに、健康づくりなどにも利用されています。 

 

②法や条例に基づく地域制緑地 

市内には農地がモザイク状に点在し、その多くは生産緑地地区
*
に決定され、農業生

産の場となるほか、防災協力農地
*
として協定を締結し、防災機能を担っています。ま

た、市民農園
*
や体験農園

*
など、農業を体験できる場としても活用されています。 

「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づいて、野火止用水歴史環境保

全地域、東村山大沼田緑地保全地域、東村山下堀緑地保全地域が指定され、歴史あるみ

どりや貴重なみどりの保全が図られています。 

また、「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づいて緑地保護区域
*
が指定さ

れていますが、相続に伴う売却などにより減少が進むほか、維持管理の難しさなども課

題となっています。 
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 （３）みどりに関する市民意向 

本計画策定にあたり、市民公募委員によるワークショップを開催するとともに、緑地

保護区域所有者ヒアリングや既存の市民意向調査のみどり関連部分のとりまとめを実

施しました。 

 

①市民公募委員によるワークショップ 

全 9 回の会議（内２回は書面による意見収集）を開催し、みどりの保護や育成に高い

意識を持つ市民から、ワークショップの手法を取り入れながら意見の収集を実施しま

した。 

開催概要 

 

  

令
和
元
年
度 

第１回 
2019.7.26 

・みどりの基本計画とは 

・本年度の検討予定 

第２回 
2019.9.6 

・みどりの基礎調査中間報告 

・【議論テーマ１】東村山の里山について 

第３回
2019.11.27 

・【議論テーマ２】東村山の農地のあり方について 

・【議論テーマ３】身近な公園や住宅のみどりなど 

市街地のみどりについて 

第４回 
2020.1.21 

・【議論テーマ４】東村山の生物多様性を守ることについて 

第５回 
（新型コロナウィル

スの感染拡大防止のた

め中止） 

・東村山市みどりの基本計画基礎調査報告書について 

（書面による意見収集） 

令
和
２
年
度 

第 1 回 
2020.7.28 

・【議論】東村山市みどりの基本計画基本理念について 

第 2 回 
2020.10.9 

・【議論テーマ 5】市民協働のあり方について 

第 3 回
2020.11.18 

・東村山市みどりの基本計画素案について 

第 4 回 
（新型コロナウィルス

の感染拡大防止のため

中止） 

・東村山市みどりの基本計画素案について 

（書面による意見収集） 

ワークショップの様子 
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ワークショップで出された意見の概要は以下の通りです。意見は通信にまとめ、ワーク

ショップごとに振り返りを行いました。 

 

テーマ１ 東村山の里山について 

【意見の概要】東村山市の里山について、誰でも

訪れることができる場にしたい、里山体験やガ

イドなどをして継承したい、東村山オリジナル

の里山の定義をつくり広めたい。 

 

 

テーマ２ 東村山の農地について 

【意見の概要】農地について、畑や田んぼを守り、

体験機会を増やして、生産者と交流できる直売

所やレストランがほしい。 

 

 

テーマ３ 身近な公園や住宅のみどりなど 

市街地のみどりについて 

【意見の概要】身近な公園や住宅のみどりにつ

いて、放置されたみどりをきれいにしたい、みど

りの少ない住宅や公園、道路にみどりを増やし

たい、オープンガーデン
*
やコミュニティガーデ

ン
*
をつくりたい。 

 

 

テーマ４ 東村山の生物多様性を 

守ることについて 

【意見の概要】生物多様性
*
を守ることについて、

自然とともに生きる意識をつくり、ともに暮ら

す里山文化を継承したい。 

 

 

テーマ５ 市民協働のあり方について 

【意見の概要】様々なアイディアを集めて活動

し、多くのひとに参加してもらう機会を充実さ

せたい。そのための体制を整備していきたい。 

 

  

通信の詳細は資料編へ 
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②緑地保護区域所有者ヒアリング 

「東村山市緑の保護と育成に関する条例」により指定される緑地保護区域所有者に

対し、緑地の管理方法や緑地の今後の考えなどについて、ヒアリングを実施しました。 

 

ヒアリングの概要 

期間：2019 年 8 月～2020 年 1 月、 

対象者数：32 名（訪問 27 件＋電話 5 件） 

回答者内訳：所有者本人 20 件、代理（家族等）12 件 

 

・落ち葉を堆肥として利用している所有者は落ち葉掃きと下草刈をセットで行ってお

り、緑地の管理を定期的に行っていました。 

・落葉を活用していない緑地の所有者（相続後の世代）は下草刈と枝切りを苦情対策と

して行っているようでした。また、金銭的負担を強く感じている所有者が多くいまし

た。 

・今後も緑地として維持していく所有者もいますが、相続時に売却を検討する所有者も

多くいました。 

・管理費の補助や廃棄物の処理料の減免を望む所有者が多く、市民への開放や周辺住民

との協力体制の構築について意見をお持ちの所有者もいました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

管理方法 緑地の今後への考え 

ヒアリングの詳細は資料編へ 
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③市民意向調査のみどり関連部分とりまとめ 

東村山市では、将来都市像の実現に向けて、市が進めている取り組みに対する評価や

東村山市に対する考えを今後の市政運営に活用することを目的として、市民意識調査

を実施しています。また、令和３年度からを計画期間とする「東村山市第５次総合計画」

を含む５つの計画・構想（東村山市第５次総合計画、東村山市都市計画マスタープラン、

第２次東村山市人口ビジョン・東村山市創生総合戦略、東村山市公共施設等総合管理計

画、市センター地区整備構想）の策定にあたり、基礎調査を行っており、その中のみど

りに関する市民意識をとりまとめました。 

みどりに関する市民意識をとりまとめた既存調査 

令和元年度市民意識調査 

5 つの計画・構想策定に関する基礎調査の分析 

① 市民参加まとめ 

② 将来のまちづくりに係るアンケート調査結果報告書 

③ 市民ワークショップ「みんなで話すこれからの東村山」報告書 

④ パパママワークショップ「みんなで話そう！子育て×まちづくり」報告書 

⑤ WEB アンケート東村山市くらしたいまちアンケート 

⑥ 中学生アンケート 

 

・令和元年度市民意識調査では、東村山市に住み続けたい理由の第 2 位に「自然環境が

よい」が挙げられています。 

・５つの計画・構想策定に関する基礎調査における中学生アンケートでは、これからの

東村山が目指すまちやひと、暮らしのイメージについて、「豊かな自然が保たれてい

る」ことをよいと考えるひとが多くなっています。 

・５つの計画・構想策定に関する基礎調査における WEB アンケート「東村山市くらし

たいまちアンケート」では、今後地域に残したいみどりとして、公園や緑地、樹林地、

保存樹林を挙げるひとが多くなっています。また、中小規模の公園は、「子どもが気

軽に安全に遊べる環境やみどりを感じられる環境」が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：令和元年度市民意識調査 

0.2 

3.5 

4.7 

6.8 

10.4 

11.3 

15.8 

16.8 

23.6 

39.1 

45.5 

45.7 

52.7 

70.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答

その他

学校の都合

子どもの教育環境がよい

家庭の事情

公共施設が充実している

仕事の関係

下水・道路等の施設が整っている

人間関係がよい

買い物の便がよい

住宅の都合

交通の便がよい

自然環境がよい

住みなれていて愛着がある

住み続けたい理由
(n=512)



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 

4.4 

88.6 

57.0 

75.0 

46.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

特にない

その他

公園

街路樹

緑地・樹林地・保存樹林

農地

今後地域に残したいみどりは？
(n=500）

1.8 

11.2 

35.6 

72.0 

67.6 

63.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

特にない

その他

球技（野球、サッカー等）ができること

遊具など子どもが気軽に安全に遊べること

みどり（木々等）を感じられること

ベンチ、屋根付きの休憩所でくつろげること

近隣の中小規模の公園に求めるものは？ (%)

(n=500)

資料：中学生アンケート 

資料：WEB アンケート東村山市くらしたいまちアンケート調査 

資料：WEB アンケート東村山市くらしたいまちアンケート調査 

0.8 

26.7 

21.2 

15.6 

35.9 

39.6 

50.3 

69.6 

34.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

無回答

働く場所や働き方の選択肢が多い

観光や仕事などで、市外からも多くの人が

訪れている

市内で働く人が多く、事業や店舗での売買が

盛んにおこなわれている

公共施設が、使う人の数や必要性の変化に

合わせて適切に配置・管理されている

人の生活、活動の基盤となる道路が適切に

管理されている

駅の周辺などまちの中心部ににぎわいが

生まれている

豊かな自然が保たれている

住宅地や農地・緑地、店舗や工場など、地域

の状況に応じた利用がされている

これからの東村山がめざすまちやひと、くらしのイメージ (%)
(n=988複数回答)
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第３章 みどりの課題と計画の方向性 

東村山市のみどりを取り巻く状況を踏まえ、みどりの課題と計画の方向性を整理します。 

１ 東村山らしいみどりを活かす                       

東村山市には、みどり豊かな樹林地と作物が実る農地がモザイク状に点在し、古くか

らの家々に屋敷林や生垣、大きな樹木などが残されています。これらは、正福寺や秋津

神社など歴史ある社寺のみどりとともに、武蔵野の面影を残す景色となっています。こ

の豊かなみどりを次世代へと残していくため、多くの人々とともに、みどりを活かして

いくことが必要です。 

都立狭山緑地（狭山公園）や都立八国山

緑地のある狭山丘陵
*
は、東村山市のみな

らず首都圏を代表する重要な自然環境と

なっています。その樹林地では、市民によ

る維持管理がなされ、湧水や河川などと

一体となった、豊かな生きものが暮らす

環境となっています。 

また、市街地部では、「人権の森」構想

を進める国立療養所多磨全生園や、多摩

北部医療センター、東村山浄水場などの 

大規模な公共公益施設、小平霊園や東村山中央公園等の大きな公園など特徴あるみど

りを有するほか、市域の大部分で、戸建てを中心としたみどりの多い住環境が広がって

います。一方で、鉄道駅の周辺や府中街道沿いなど利便性の高いエリアではみどりは少

ない状況にあります。本計画では、様々なみどりの特徴をとらえ活かすことにより、東

村山らしいみどりの充実を進めます。 

 

２ 貴重な水辺やみどりの計画的な確保                 

都心に近く交通等の利便性の高い東村山市では、市

街化が進行しており樹林地は減少しています。現在残

されている貴重なみどりについては、計画的な確保を

図ることが必要です。 

これまでのみどり確保の取り組みの結果、せせらぎ

の郷多摩湖緑地や淵の森緑地、北山公園など貴重なみ

どりの公有地化が進展しました。しかし、市全域の緑

被は、樹林地、草地、農地の全ての区分で減少が進ん

でいます。また、緑地についても、生産緑地や市条例

における緑地保護区域
*
、保存樹木

*
や保存生垣

*
などに

おいても、相続等に伴う減少が続いています。 

貴重なみどりの減少傾向を緩和するためには、限ら

れた財源を有効に活用していくことが望まれます。そ

のため、保全に配慮する必要がある地区の設定などに

より保全の取り組みの優先順位を定めるなど、制度に

基づく計画的な取り組みについて検討が必要です。また、都市緑地法の改正や東京都と

区市町村が合同で策定した「緑確保の総合的な方針」等に対応した新たな制度の活用や

既存制度の充実について、国や東京都と連携しながら進めます。  

武蔵野の面影を残す北山公園 

保全したせせらぎの郷多摩湖緑地 
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３ 生物多様性の保全など、みどりの多様な機能の発揮            

狭山丘陵
*
は、古くからのひととの関わ

りのもとで、雑木林やため池、湿地や小

川などが昔ながらの姿で残され、ドジョ

ウやモツゴなどの魚類やホタル、トン

ボ、里山生態系のシンボルであるオオタ

カが確認されるなど、多様な生きものの

住みかとなっています。東村山市域にお

いては、都立狭山緑地（狭山公園）、都

立八国山緑地、北山公園などで、保全管

理計画に基づく維持管理や、外来種防除

事業
*
などが東京都や市民との協働のも

とに実施され、生物多様性
*
を保全するための維持管理が進められています。 

これまでの取り組みを継承し、さらに拡充させていくため、生物多様性
*
に配慮した

計画づくりを進めます。また、生物多様性
*
のみならず、防災、レクリエーション、環境

保全など、機能に応じたみどりの充実を図ることが必要です。 
 

４ 丁寧な維持管理・更新による、みどりの質の向上                 

市街地に残された樹林地では老木・高

木化が進み、管理の困難なものや行き届

かないものが増加し、早急な対応が求め

られています。 

市条例に基づき指定される緑地保護区

域
*
の所有者ヒアリングでは、相続に伴う

宅地への転用や、所有者の高齢化、維持管

理における担い手の不足、近隣住民の苦情

等、樹林地の維持が非常に難しい状況にあ

ります。 

公共施設の植栽等については、適切な維持管理を進めるため、平成 27 年度に「東村

山市公共の緑の植生管理のガイドライン」が策定されました。ガイドラインでは、公共

緑地、都市公園
*
、用水、街路樹、学校などについて、みどりの状況と求められる機能に

応じた植生管理の方向性が示され、野火止用水の樹木の維持管理など、ガイドラインに

基づいた丁寧な維持管理が進められています。 

貴重な樹林地の保全を図るため、所有者の意向に配慮しながら、樹林地の維持管理方

策について検討するとともに、みどりの特性に応じて拡充し、みどりの質を高めていく

ことが大切です。 

 

  

子どもたちと学ぶ生物多様性 

野火止用水と屋敷林、生垣の歴史あるみどり 
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５ 豊かな農地の保全と活用                            

東村山市の農地は、大部分を畑が占

め、イモ類や露地野菜の生産が盛んであ

るほか、多摩湖梨などブランド化された

果物も生産されています。 

ほぼ全域が市街化区域であるため、農

業生産は住宅などの市街地に囲まれた

生産緑地地区
*
を主体として実施されて

いますが、生産緑地地区
*
の面積は年々

減少傾向にあります。 

しかし、東村山市の農地は、新鮮で安

全な農産物の供給だけでなく、市民生活に潤いややすらぎを与える緑地空間や防災農

地としての活用が進められているとともに、農業体験を通じた農業と市民のふれあい

の場や市民同士の交流の場としても活用されるなど、都市農地としての多面的な機能

を発揮しています。 

都市農業振興基本法が制定され、都市農地は「宅地化すべきもの」から「都市にある

べきもの」となり、都市農地は貴重な緑地として明確に位置づけがなされました。都市

農地の持つ多面的機能も含め、農業分野との連携のもと、農地の保全とさらなる活用を

進める必要があります。 

 

６ 特徴的なみどりのまちづくり                      

東村山市には、市街地にも特徴となる

みどりがあります。国立療養所多磨全生

園「人権の森」は、ハンセン病の歴史・

人権の歴史とともにある豊かなみどり

であり、かけがえのないみどりです。多

摩北部医療センターや東村山浄水場な

どの大きな公共公益施設にも豊かなみ

どりが広がるほか、学校などの教育施設

もシンボルツリーを有するなど、特徴的

なみどりとなっています。 

また、市面積の６割近くが第一種低層住居専用地域
*
に指定され、戸建て住宅を中心

としたゆとりある住環境が広がっています。住宅地には、生け垣や屋敷林などの昔なが

らの風格あるみどりや、個性豊かな庭を持つ住宅など、みどりの多い住環境が形成され

ています。 

今後もみどりの多い環境を維持するため、市街地内の様々なみどりの維持管理や緑

化方策が必要です。また、西武線の連続立体交差事業
*
など、東村山市では大きな市街

地整備事業が実施中であり、都市は大きく変わろうとしています。これを契機とし、都

市計画マスタープランや環境基本計画と連携し、魅力ある市街地の緑化を進めること

が求められます。 

  

豊かに実るサトイモ畑 

生垣や街路樹のある街並み 
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７ 東村山市のみどりのライフスタイルの構築                   

東村山市内には、都立東村山中央公園、都立狭山緑地

（狭山公園）、都立八国山緑地と、大きな公園や緑地が

充実し、休日などをみどりの中で過ごす人々が多く見ら

れます。また、多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）

などをはじめとする緑道では、多くのひとが往来してお

り、みどりとふれあう暮らしを楽しんでいます。 

第 5 次東村山市総合計画等策定に係る市民アンケート

調査では、東村山市に住みたい理由として、「自然が豊

か」を挙げるひとが多くなっています。また、目指すべ

き将来像として、「みどりとの共生」を挙げるひとが多

くなっています。さらに、本計画と同じく令和 3 年度を

始期とする「東村山市第５次総合計画～わたしたちの

SDGs～」では、将来像を「みどり にぎわい いろどり

豊かに 笑顔つながる 東村山」としており、みどりは

市の魅力を構成する重要な要素となっています。 

多くの市民にとって、東村山市らしさのトップに挙げるのは豊かなみどりであり、み

どりは QOL（quality of life：生活の質）の向上をもたらす重要な要素となっています。 

また、新型コロナウィルス感染症拡大を契機とした暮らし方、働き方の変化を背景に、

テレワークなど自宅周辺で過ごす時間も増加し、健康増進やレクリエーションの場と

して身近な公園・緑地の重要性が一層高まっています。 

東村山市の魅力をさらに磨きあげるよう、多くのひとが身近にみどりとふれあえる

公園・緑地等の充実と活用を進め、魅力あるみどりを育み楽しむライフスタイルを支え

ていくことが望まれます。 

８ 多様な主体との連携・協力                          

財政や人材面での制約等から、公共だけ

でのみどりの取り組みは困難であり、みど

りの保全や維持管理、緑化の推進などには、

市民や市民団体、民間事業者との協力によ

る取り組みが不可欠です。 

東村山市では、みどりに対する意識を高

く持った市民による、主体的なみどりの保全

や緑化の活動が行われています。市内の公

園・緑地では、公園・緑地ボランティア制度

による公園の維持管理作業や、協定による市

民団体の主体的な活動が実施されています。 

それに加えて、民間事業者との連携も進められています。「萩山四季の森公園」は、

東京都内初の民設公園
*
として設置され、これにより戸建て開発によるオープンスペー

ス
*
の消失の抑制や既存樹木の活用がされるなど、効果的な取り組みがこれまでにも実

施されています。さらに、市では「東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづく

りに関する基本方針」を定めるなど、民間事業者との連携を積極的に進めています。 

都市開発諸制度等の活用を含め、市民や民間事業者とのさらなる協力を進め、多様な

主体とともに進める必要があります。 

暮らしの中に息づく緑道 

2018 年全国育樹祭での表彰 

（東村山市緑を守る市民協議会） 
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９ 適切な進行管理                            

これまで、みどりの質の向上に向けた

様々な取り組みを進めてきました。取り

組みにあたっては、「東村山市緑の保護

と育成に関する条例」に基づいて緑化審

議会を設置し、緑地保護区域
*
の指定など

みどりに関する重要な事項について、定

期的な審議が実施されてきました。ま

た、市民公募委員によるみどりに関する

普及・啓発や、計画の実現に向けた議論

が行われてきました。一方で、前計画の

中には目標値の設定や進行管理の方法などが明確に示されておらず、施策の実施状況

がわかりづらい面もあります。 

近年、人口減少、少子高齢化、財源縮小、災害の頻発やみどりの意識の高まりなど、

みどりを取り巻く状況は大きく変化しています。時代の流れに応じた見直しを進め、適

切でわかりやすい進行管理を実施する必要があります。 

 

緑化審議会委員による現地視察 
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Ⅱ 計画編 

第４章 計画の理念と将来像   
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第４章 計画の理念と将来像   

１ 計画の基本理念 

本計画の基本理念を以下のように定めます。 

      
 

 

 

 

みどりは東村山市の大きな魅力 

私たちの住む東村山市は、武蔵野台地のほぼ中央に位置しています。狭山丘陵
*
を背

に空堀川、前川、北川をはじめ野火止用水などの水辺空間を有し、点在する樹林地など

の豊かなみどりは、武蔵野の面影を今に色濃くとどめています。 

東村山市は、この豊かなみどりの環境を基盤に、都心近郊の利便性を活かした住宅都

市として発展を続けてきました。「都市」の利便性やにぎわいと、「自然」のもたらす

潤いややすらぎ、そして、これらが調和した豊かな暮らしは、東村山市の大きな魅力で

す。また、東村山市にはこうしたみどりを大切に思い、ともに行動する多くの人々がお

り、このことも大きな魅力となっています。 

 

これまでの取り組みとこれからの決意 

「東村山市みどりの基本計画 2011」のもとでは、ひとと自然が共生する「新たな里

山づくり」をキーワードに取り組みを進めてきました。しかし、都市の発展により市街

化が進み、みどりの著しい減少は今も続いています。私たちは大切なみどりをこれ以上

失わないという決意を持って、恵み豊かなみどりを守り・育み、将来の世代に継承して

いかなければなりません。 

 

みどりを「活かす」取り組みで、持続可能なみどりのまちづくりを！ 

私たちはみどりを暮らしに「活かす」ことが重要と考えました。みどりの質の向上を

図り、生きものの生息・生育の場、地域コミュニティの場、健康やレクリエーションの

場、防災機能、良好な景観づくり、ヒートアイランド
*
等の地球温暖化の緩和など、み

どりの持つ多様な機能を、グリーンインフラとして十分に活かしていきます。そして、

多くのひとがみどりを「育む・楽しむ」ライフスタイルを構築し、それを通じてみどり

を将来にわたり継承する、持続可能なみどりのまちづくりに取り組みます。 

こうして、みどりの分野から、「東村山市第５次総合計画～わたしたちの SDGｓ～」

に掲げる将来都市像、「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」

の実現を目指します。 

活きたみどりを 育む・楽しむ 東村山 

―持続可能なみどりのまちづくりを目指して― 
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２ みどりの将来像  

基本理念を踏まえ、本計画の目標年次である 10 年後（2030 年度）のみどりの将来

像を、「みどりの姿」「まちの姿」「ひとの姿」の３つの姿として描きます。 

みどりの将来像は、「第 2 次東村山市都市計画マスタープラン」に描く「2040 年代の

都市の姿実現に向けた目標・将来の暮らしと活動イメージ」と一部で共通していますが、

本計画では、目標年次である 10 年後 2030 年度の将来像に一部改め、描いています。 
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■みどりの骨格構造 

みどりの将来像の実現に向けて、みどりの骨格構造を以下のように定めます。 

市域のみどりの分布状況に応じて、「核」「回廊」「軸」「ゾーン」を位置づけ、そ

の機能や役割に応じたみどりの取り組みを進めます。 
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核 東村山市の特徴的なみどりを「核」として位置づけます。 

「みどりの核」は、都立東村山中央公園、都立狭山緑地（狭山公園）、都立

八国山緑地周辺、都立小平霊園、北山公園、東村山公園(運動公園
*
)、萩山

公園、前川公園、熊野公園、せせらぎの郷多摩湖緑地周辺、淵の森緑地、

国立療養所多磨全生園及び多摩北部医療センターを位置づけます。これ

らは、東村山市を代表するみどりとして、それぞれのみどりの特徴に応じ、

その機能の充実と活用を図ります。   

「身近なみどりの核」は、街区公園
*
、都指定緑地保全地域、農とみどりの

体験パーク「秋津ちろりん村」、八国山たいけんの里を位置づけます。人々

の暮らしの場に近く、身近にふれあうみどりとして、その機能の充実と活

用を図ります。  

「都市緑化の核」は、東村山市の中心としてにぎわいや交流が創出される、

東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺、市役所を中心とした

市センター地区周辺、スポーツセンター周辺を位置づけます。これらは、

市のにぎわいや交流の中心としてふさわしい空間となるよう、みどりの

適切な維持管理・更新や緑化、活用を図ります。 

「地域緑化の核」は、市立の小・中学校を中心に、公共公益施設等の生活を

支える機能が集まり、日常的な交流が育まれる地区を位置づけます。これ

らは、地域の暮らしの場として、みどりの適切な維持管理・更新や緑化、

活用を図ります。 

 

回廊 「みどりの核」等の東村山市の特徴的なみどりと、水辺の軸、緑道の軸、街路樹の

軸等のみどりのつながりを「回廊」として位置づけます。 

「みどりの回廊」は、みどりを保全し、エコロジカルネットワーク
*
ともな

るみどりの連続性を確保するとともに、市民の活動や交流を図ります。 

 

軸 みどりをつなぐ河川や緑道、街路樹等を「軸」として位置づけます。 

「水辺の軸」は、柳瀬川、空堀川、北川、前川、出水川、野火止用水を位置

づけます。 

「緑道の軸」は、多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）などの緑道を位置

づけます。 

「街路樹の軸」は、都市計画道路の整備と併せて街路樹等による緑化が図ら

れる道路ネットワークを位置づけます。 

 

ゾーン 地域ごとのみどりの特性やまちづくりの方向性を踏まえた「ゾーン」を位置づけ

ます。 

「歴史・文化・自然ゾーン」では、豊かなみどりの保全・活用や農と住の共

生を基本に、歴史・文化・自然景観を保全します。 

「住宅系市街地ゾーン」は、豊かなみどりの保全・活用や農と住の共生を図

るとともに、ゆとりや潤いのある環境の創出を図ります。 

「複合市街地ゾーン」は、既存のみどりの保全、維持管理・更新と積極的な

緑化による、みどりとまちづくりの調和を図ります。 

整備済

未整備
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みどり

の姿 
基本方針１ 

東村山の魅力となるみどりを 
守り・活かそう 

―みどりや水辺の保全と質を高める取り組み― 

 

基本方針 2 

みどりとともに暮らすまち・ 
ライフスタイルをつくろう 
―みどりや水辺を活かしたまち・ 
ライフスタイル形成の取り組み― 

ひと 

の姿 
基本方針３ 

みどりとひとのつながりを深めよう 

―みどりや水辺に親しみ、みどりを担う取り組みー 

３ 計画の基本方針 

みどりの将来像の実現に向けて、みどりの姿、まちの姿、ひとの姿の３つの姿それぞ

れに対応する３つの基本方針を、以下のように定めます。 

 

 

 

 

基本方針 1 施策の方向性 

1-1 樹林地のみどりを守り・活かそう  

1-2 農のみどりを守り・活かそう 

1-3 水辺のみどりを守り・活かそう 

1-4 生物多様性に配慮したエコロジカルネットワークをつくろう 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 2 施策の方向性 

2-1 多くのひとが楽しめる公園や緑地をつくろう・活かそう 

2-2 まちのみどりを守り・活かそう 

2-3 みどりをつなげよう 

2-4 計画的なみどりのまちづくりを進めよう 

2-5 花やみどりの美しい庭をつくろう 

 

 

 

 

基本方針 3 施策の方向性 

3-1 みどりに親しみ、つながりを深めよう 

3-2 多様な主体との協働を進めよう 

まち 

の姿 
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第５章 計画実現のための施策展開  

計画の実現に向けて、基本方針に基づいた施策の体系と内容を示します。 

１ 施策の体系 

基本 

方針 

施策の 

方向性 
実施施策 

基
本
方
針
１ 

東
村
山
の
魅
力
と
な
る
み
ど
り
を
守
り
・
活
か
そ
う 

1-1 

樹林地のみどりを

守り・活かそう 

１-１-１ 狭山丘陵のみどり 

１-１-２ せせらぎの郷多摩湖緑地周辺のみどり 

１-１-３ 北山公園周辺のみどり 

１-１-４ 淵の森緑地のみどり 

１-１-５ 
国立療養所多磨全生園等のみどり 

①国立療養所多磨全生園のみどりの保全と活用 

②大規模施設のみどりの保全と活用 

１-１-６ 

小さな樹林地のみどり 
①緑地保全地域のみどりの保全（都指定）と活用 

②緑地保護区域のみどりの保全（市指定）と活用 

③社寺境内地のみどりの保全と活用 

④保存樹木や保存生垣の保全と活用 

１-１-７ 
樹林地保全の推進 

①樹林地の保全の計画的な推進  

②樹林地保全制度の活用（促進） 

１-１-８ 

維持管理と活用による樹林地の質の向上 
①みどりの状況に応じた維持管理方策の検討 

②公民連携による維持管理の取り組み 

③樹林地の活用の促進 

④八国山たいけんの里の活用と里山文化の伝承 

1-2 

農のみどりを 

守り・活かそう 

１-２-１ 

農地 
①農地の保全と活用 

②生産緑地地区の保全と活用 

③防災協力農地の充実 

１-２-２ 
農にふれあう機会の充実 

①体験機会の充実  

②地産地消の推進 

1-3 

水辺のみどりを 

守り・活かそう 

１-３-１ 

水辺のみどり 
①柳瀬川のみどりの保全と活用 

②空堀川のみどりの保全と活用 

③野火止用水のみどりの保全と活用 

④北川、前川のみどりの保全と活用 

１-３-２ 

河川・湧水等の水辺 
①自然に配慮した安全な川づくり 

②水辺に親しむ空間づくり 

③河川・湧水の保全 

１-３-３ 
水循環への配慮 

①雨水貯留・浸透に配慮した環境づくり 

②公共下水道接続率の向上 

1-4 

生物多様性に配慮

したエコロジカル

ネットワークを 

つくろう 

１-４-１ エコロジカルネットワークの確保 

１-４-２ 生きものの実態把握 

１-４-３ 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 
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基本 

方針 

施策の 

方向性 
実施施策 

基
本
方
針
２ 

み
ど
り
と
と
も
に
暮
ら
す
ま
ち
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
ろ
う 

2-1 

多くのひとが 

楽しめる公園や 

緑地をつくろう・

活かそう 

２-１-１ 

計画的な整備・拡充 
①公民連携による公園づくり 

②地域や時代のニーズに応じた公園づくり 

③公園・緑地の整備・拡充 

２-１-２ 
適切な維持管理の推進 

①安心・安全に利用できる環境づくり 

②状況に応じた植生管理 

２-１-３ 公園や緑地を楽しむ機会の充実 

２-１-４ 

東村山市の特徴となる個性ある公園づくり 
①都立公園 

②総合公園 

③運動公園 

④近隣公園 

⑤街区公園、児童遊園、仲よし広場 

2-2 

まちのみどりを 

守り・活かそう 

２-２-１ 人々が集まる公共空間のみどり 

２-２-２ 学校のみどり 

2-3 

みどりを 

つなげよう 

２-３-１ 
みどりをつなぐ 

①街路樹 

②緑道  

2-4 

計画的なみどりの

まちづくりを 

進めよう 

２-４-１ 

まちの緑化の推進 
①緑化を推進するエリアの設定 

②計画的なみどりのまちづくり 

③みどりのまちづくりの支援 

④まちの緑化の推進 

2-5 

花やみどりの 

美しい庭を 

つくろう 

２-５-１ 
花やみどりの美しい庭づくり 

①美しい庭づくり 

②地域の庭づくり 

基
本
方
針
３ 

み
ど
り
と
ひ
と
の
つ
な
が
り
を 

深
め
よ
う 

3-1 

みどりに親しみ、

つながりを 

深めよう 

３-１-１ みどりの情報発信 

３-１-２ 

みどりに集い楽しむ機会の拡充 
①みどりのイベントの計画的な実施 

②学校教育等と連携したみどりの学びの充実 

③みどりに親しむ拠点づくり 

3-2 

多様な主体との 

協働を進めよう 

３-２-１ 

市民・市民団体、民間事業者との連携・協力 
①市民・市民団体との連携・協力 

②事業者との連携・協力 

③みどりの担い手との連携・協力 

３-２-２ 国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 
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春の花々で彩られた北山公園 

２ 施策の展開 

基本方針１ 東村山の魅力となるみどりを守り・活かそう 

武蔵野の面影が残る樹林地や

農地のみどり、淵の森や野火止用

水等の水辺のみどりなど、東村山

市の魅力となるみどりを守ると

ともに、様々な主体によるみどり

の活用を促進します。 

また、みどりを守り・活用する

ことにより、生物多様性
*
に配慮

した、エコロジカルネットワーク
*

を構築します。 

 

 

 

1-1 樹林地のみどりを守り・活かそう 

東村山市の豊かな樹林地の保全を進めます。また、それぞれの樹林地の特性に合わせた維

持管理と活用を図ることにより、東村山市の樹林地を豊かに育てていきます。 

1-1 施策一覧 

１-１-１ 狭山丘陵のみどり 

１-１-２ せせらぎの郷多摩湖緑地周辺のみどり 

１-１-３ 北山公園周辺のみどり 

１-１-４ 淵の森緑地のみどり 

１-１-５ 
国立療養所多磨全生園等のみどり 

①国立療養所多磨全生園のみどりの保全と活用 

②大規模施設のみどりの保全と活用 

１-１-６ 

小さな樹林地のみどり 
①緑地保全地域のみどりの保全（都指定）と活用 

②緑地保護区域のみどりの保全（市指定）と活用 

③社寺境内地のみどりの保全と活用 

④保存樹木や保存生垣の保全と活用 

１-１-７ 
樹林地保全の推進 

①樹林地の保全の計画的な推進  

②樹林地保全制度の活用（促進） 

１-１-８ 

維持管理と活用による樹林地の質の向上 
①みどりの状況に応じた維持管理方策の検討 

②公民連携による維持管理の取り組み 

③樹林地の活用の促進 

④八国山たいけんの里の活用と里山文化の伝承 
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1-1-1 狭山丘陵のみどり 

①狭山丘陵のみどりの保全と活用 

狭山丘陵
*
のみどりは、雑木林と谷戸

*
が入り組ん

だ里山生態系が広がる首都圏を代表する豊かなみ

どりです。東村山市においても重要なみどりとして、

保全・活用を図ります。 

狭山丘陵
*
のみどりのうち、都立狭山緑地（狭山公

園）、都立八国山緑地は、東京都と連携しながら、生

物多様性
*
の保全やみどりの質の向上を目指した緑

地管理に取り組み、保全・活用を促進します。 

 

1-1-2 せせらぎの郷多摩湖緑地周辺のみどり 

①せせらぎの郷多摩湖緑地周辺の保全と活用  

せせらぎの郷多摩湖緑地は、雑木林と湧水、畑な

ど里山の風景が都市計画に基づき一体として保全

された都市緑地
*
です。引き続き、適切な維持管理及

び整備に努め保全を図るとともに、里山の自然を身

近に感じることができる公園（緑地）として、誰も

が親しみ活用できるよう、指定管理者制度
*
をはじめ

とする公民連携による管理・活用を検討します。 

また、周辺にも良好なみどりが広がっていること

から、一体的な保全・活用を検討します。 

■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ―せせらぎの郷多摩湖緑地― 

現地調査をもとに、目標像とした樹林の姿とするための樹林地管理上の課題を抽

出し、その対策をまとめています。 

せせらぎの郷多摩湖緑地の目標像 

生物多様性
*
を支える生息環境を維持し、クヌギ・コナラを主体とする雑木林 

 
  

●A7 地区はこ

れからも自然の

状態を保存して

いきます。 

 

 

●A3、A4 地区も A1、A2 地区と同

様に伐採し、萌芽更新
*
により維持

される林にします。萌芽更新
*
しな

い場合には、コナラの苗木を植栽

します。 

●A4 地区では、谷頭部に生育す

るモミジバスズカケノキ、トウカ

エデ、ヘデラ（セイヨウキヅタ）

など外来の園芸用樹木を早期に

除去します。 

 

A7地区 

 

多摩湖緑地内に整備された生物観察路 

都立八国山緑地内の散策路 
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1-1-3 北山公園周辺のみどり 

①北山公園周辺のみどりの保全と活用  

北山公園周辺は、狭山丘陵
*
を背景に樹林地や水田、

北川やしょうちゃん池などの豊かな水とみどりに

囲まれています。この周辺には多くの野草や生きも

のが生息・生育しています。市民や市民団体と連携

しながら、多様な生きものが生息する環境づくりと、

豊かな自然に気軽にふれあえる里山の景観の保全・

活用を進めます。 

 
1-1-4 淵の森緑地のみどり 

①淵の森緑地の保全と活用  

淵の森緑地は、多様な生きものの生息・生育する

重要なみどりとして、引き続き、隣接自治体や周辺

住民、市民団体と連携しながら保全活動を継続しま

す。柳瀬川の河川整備にあたっては、残された貴重

な河畔林
*
を保存するため、自然環境に配慮し、河川

管理者や関係団体との協力のもとで取り組みます。 

 
■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ―淵の森緑地― 

現地調査をもとに、目標像とした樹林の姿とするための樹林地管理上の課題を抽

出し、その対策をまとめています。また、平成 30 年度に公有地化を完了した柳瀬

川の対岸に広がる樹林地（通称：八郎山）についても、一体として管理を行ってい

ます。 

淵の森緑地の目標像 

貴重な春植物の生息環境を維持し、クヌギ・コナラを主体とする雑木林 

 

 
  

●北側樹林は積極的に高木を伐採し、萌芽

更新
*
による若がえりを行います。高齢によ

り萌芽が生じない場合は補植をします。 

住宅と接していない南側では、これまでど

おり衰弱木、危険木を伐採対象とし、高木は

保存して深い森を目指します。 

 

●淵の森緑地の南側の柳瀬川の河川沿い及

び対岸の緑地（通称：八郎山）には、常緑広

葉樹のシラカシ林があります。ここにある

シラカシ林は、この地域の自然林と考えら

れるので、環境の多様性を保全する観点か

ら、ひとが立ち入らないようにし、手を加え

ないようにします。 

 

秋の北山公園 

柳瀬川両岸に広がる淵の森の河畔林 
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1-1-5 国立療養所多磨全生園等のみどり 

①国立療養所多磨全生園のみどりの保全と活用 

国立療養所多磨全生園については、多磨全生園入所者自治会の提唱する「人権の森」構想

の考えに基づき、入所者の努力により守られてきた豊富なみどりの保全に努めます。 

また、「人権の森」等について様々な学習体験やイベントの開催を図ります。 

 

②大規模施設のみどりの保全と活用 

多摩北部医療センターや東村山浄水場など大規

模な施設では広大なみどりを有していることから、

施設管理者の協力のもとで適切なみどりの維持を

促進します。 

 

 

 

■「人権の森」構想 

 

  

国立療養所多磨全生園は、全国に

13 ある国立のハンセン病療養所の 1

つです。国立療養所多磨全生園では、

望郷の念にかられながら故郷の山

河、家族への思いを託して、昭和 23

（1948）年から緑化委員会を組織し、

植樹活動を行ってきました。戦後、自

然解消していた緑化委員会でした

が、昭和 46（1971）年に再度設置し、

ふるさとの森造り計画（昭和 58

（1983）年）を立て、一人一木運動や

県木の森など、様々な緑化活動を行

ってきました。252種、3万本もの園

内の緑、そのほとんどは入所者の

方々が「将来、自分たちがいなくなっ

た時も、自分たちを受け入れてくれ

たこの緑の地を東村山の市民に残そ

う」との思いを込めて植え、育ててき

たものであり、これらの木々の成長

は、国立療養所多磨全生園の 110 年

余の歴史と重なり合っています。  
資料：人権の森ポスター 

入所者自治会は、このハンセン病の歴史・人権の歴史とともにある豊かな緑、ハ

ンセン病資料館、共同生活を営んできた寮や館、神社、納骨堂などの歴史的価値を

持つ建造物や史跡、これらすべてを「人権の森」として保全・保存し、後世に伝え

ようと、平成 14（2002）年、「人権の森」構想を立ち上げました。これを療養所の

将来構想として、国へ要請し、東村山市とともにこの構想の実現に向けた活動をし

ています。 

多摩北部医療センター内に広がる樹林
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1-1-6 小さな樹林地のみどり 

①緑地保全地域のみどりの保全（都指定）と活用 

東村山大沼田緑地保全地域や東村山下堀緑地保全地域など東京都の指定する緑地保全地

域
*
は、クヌギやコナラを主体とする雑木林であり、東京都と連携しながら、その保全・活用

を図ります。 

また、新たな地域指定について、必要に応じ東京都と連携を図りながら検討します。 

 

②緑地保護区域のみどりの保全（市指定）と活用 

民有の雑木林のみどりは、東村山市の景観を形成

する重要なみどりです。市が指定する緑地保護区域
*

を保全する取り組みなど、民有地のみどりを市民と

ともに保全していく活動を継続していきます。 

所有者と協力しながら、維持管理等の実態を把握

し、適切な管理方法を検討するとともに、周辺住民

への開放等、新たな方法を検討します。公有地化の

要望があった際は、国や東京都の制度を活用するな

ど、保全方策を検討します。 

また、雑木林が相続により売却、細分化されるこ

とを抑制するために、税制上の優遇措置の要望につ

いて、周辺市町村と協力し継続します。 

 
③社寺境内地のみどりの保全と活用 

社寺境内地のみどりは、鎮守の森として地域に根

付き、自然的・歴史的にも重要なみどりです。所有

者の意向に配慮しながら、保全や維持管理を支援し

ます。 

 

 
 
④保存樹木や保存生垣の保全と活用 

屋敷林などの地域のみどりや歴史を活かしたま

ちなみづくりを進めるため、保存樹木
*
、特別保存樹

木
*
、保存生垣

*
の制度を活用し、維持・保全を支援し

ます。 

所有者と協力しながら、指定した樹木や生垣の実

態に応じ、維持管理など、適切な対応策を検討しま

す。 

  

緑地保護区域に設置された看板 

正福寺地蔵堂 

歴史的な景観を維持する生垣 
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1-1-7 樹林地保全の推進 

①樹林地の保全の計画的な推進 

樹林地の減少に対応し、重要なみどりの保全を図るため、重点的に保全に配慮する保全配

慮地区を設定します。保全配慮地区は、「都市緑地法」の規定に基づき定められた「緑地保

全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であって、重点的に緑地の保全に配慮を加えるべ

き地区」のことです。保全すべき重要なみどりは、市民緑地制度
*
等の各種制度を活用した

計画的かつ適切な保全を図るとともに、必要に応じて、公有地化を検討します。 

 

■保全配慮地区の設定 

保全配慮地区は、東村山市の重要なみどりである「みどりの核」が相互につながり、規模

の大きなみどりを形づくる「八国山・狭山緑地周辺保全配慮地区」を定めます。 

対象とする区域については、平成元年に東京都が自然環境の保全と活用を図ることを目

的として策定した「みどりのフィンガープラン」において「狭山丘陵
*
」として位置づけられ

ている区域に、北山公園の用地を加えたものとしました。 

 

 
 
 
 
  

平成 29 年撮影の航空写真より作成 保全配慮地区 
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■保全配慮地区の方針 

  【八国山・狭山緑地周辺保全配慮地区】 

現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八国山・狭山緑地周辺保全配慮地区は、クリやクヌギ、コナラなどの樹

林地や、ナシをはじめとする果樹園、畑などの農地で構成されています。

また、丘陵地の大部分は、都立狭山緑地（狭山公園）や都立八国山緑地、北

山公園、せせらぎの郷多摩湖緑地などの公園・緑地となっているほか、周

辺住宅地も含め北山風致地区が指定され、豊かなみどりの保全が図られて

います。 

都立八国山緑地を中心に、周辺自治体とも連続する広大なみどりは、首

都圏を代表するみどりとなっています。 

また、上記の公園・緑地においては、市民協働による維持管理活動が行

われ、良好なみどりとなっています。 

方針 

東村山市を代表するみどりとして、保全配慮地区に位置づけ、これまで

のみどりの取り組みを継続します。また、みどりの適切な維持管理を進め、

生きものの生息に配慮するなど、その質の向上に努めます。 

また、樹林地周辺は住宅地となっていることから、残存する樹林地や農

地の保全に取り組み、みどりとの調和に配慮していきます。 
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②樹林地保全制度の活用（促進） 

国や東京都と連携しながら、特別緑地保全地区等、様々な樹林地保全制度の活用を検討し

ます。また、緑地保全基金の一層の充実と活用、多様な財源の確保について検討します。 

 

■樹林地を守る保全制度 

貴重なみどりを守るため、様々な保全制度があります。これらは、法律や条例などに

基づき、一定の土地利用規制等によって樹林地などの担保を図る方法です。こうした制

度を活用することで、樹林地の所有者と協力しながらみどりを守ることができます。 

名称 概要 

近郊緑地保全区域 

（首都圏近郊緑地保全法） 

首都圏の近郊整備地帯における無秩序な市街化の防止など

を目的として、良好な自然環境を形成している樹林地や水

辺地等において、建築行為など一定の行為を届出制にする

ことなどにより緑地を保全する制度です。 

近郊緑地特別保全地区 

（首都圏近郊緑地保全法） 都市の良好な自然環境を形成する枢要な緑地において、建

築行為など一定の行為を許可制により制限し、現状凍結的

に緑地を保全する制度です。 
特別緑地保全地区 

（都市緑地法） 

風致地区
*
 

（都市計画法） 

良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計

画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域

について定め、地区内における木竹の伐採、建築行為、土地

の形質の変更等、一定の行為を許可制とする制度です。 

市民緑地
*
 

（都市緑地法） 

市内に残る貴重な民有緑地を保全するとともに、広く市民

の利用に供するため、緑地や緑化施設を公開する制度です。 

東京都保全地域 

（東京における自然の保

護と回復に関する条例） 

東京都の指定する保全地域で、自然環境保全地域、森林環境

保全地域、里山保全地域、歴史環境保全地域
*
、緑地保全地

域
*
の５つがあり、良好な自然の生態系を保護するため、ま

た現在残されている良好な自然を保ち、次代へと引き継い

でいくための制度であり、利用には制限があります。 

農の風景育成地区
*
 

（農の風景育成地区指定

運営要綱） 

農地や屋敷林などが比較的まとまって残る地区を指定し、

地域内の緑地や農地の保全・活用・連携の方針を策定しま

す。育成計画に基づき、取り組みを進めることで、地域のま

ちづくりと連携しながら農のある風景を保全、育成する制

度です。 

緑地保護区域
*
 

（東村山市緑の保護と育

成に関する条例） 

良好な自然状態で保持されている樹林地や動植物の生息

地、市民の生活環境に寄与している社寺林等、市内の緑の保

護を図るため必要がある区域において、建築行為など一定

の行為を許可制により制限する制度です。 
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1-1-8 維持管理と活用による樹林地の質の向上 

①みどりの状況に応じた維持管理方策の検討  

樹木の老木・高木化や管理されていない樹林の増

加、日当たりや落ち葉等への近隣からの苦情など、

市街地内の公園や緑地等の樹林地や街路樹には

様々な問題が生じています。これに対応し、市街地

内の樹林地や街路樹の適切な保全の一助となるよ

う、みどりの質の向上を目指した維持管理を進めま

す。 

そのため、「東村山市公共の緑の植生管理のガイ

ドライン」を基本に、種類構成ごとの管理や、更新

方法（萌芽再生、大径木を残す、遷移に任せるなど）

等、適切な維持管理を継続します。 

 

 

②公民連携による維持管理の取り組み 

樹林地の落ち葉清掃や雑草処理などを適切に推進するとともに、市民と協働による取り

組みを継続していきます。また、老木化・高木化した樹木については剪定・伐採後の廃材の

活用を含む２次的利用について、事業者等との公民連携による取り組みを推進します。 

 

③樹林地の活用の促進 

樹木の維持管理で排出される落葉や剪定枝の再利用を進めます。循環型農業での利用や、

薪ストーブ等の燃料としての活用など、多様な用途について検討します。 

 
④八国山たいけんの里の活用と里山文化の伝承 

八国山たいけんの里は、自然や歴史、民俗等の文

化を体験できる施設として、積極的に活用します。

また、里山文化を伝承するため、里山の自然を利用

した体験講座やサツマイモ栽培体験等の里山につ

いて学ぶ機会の創出を図るほか、雑木林を子どもた

ちの遊び場や学習の場として活用できるよう、検討

します。 

 

  
八国山たいけんの里での草木染め体験 

野火止用水沿いの樹木の剪定作業 
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1-2 農のみどりを守り・活かそう 

東村山市には、畑や果樹園など多くの農地が点在しています。これらは、雑木林と一体と

なり東村山市の原風景をつくりだす重要なみどりです。地産地消の取り組みや農を通じた

交流など、農地の持つ多様な機能を活用することにより、農のみどりを保全します。 

1-2 施策一覧 

１-２-１ 

農地 
①農地の保全と活用 

②生産緑地地区の保全と活用 

③防災協力農地の充実 

１-２-２ 
農にふれあう機会の充実 

①体験機会の充実  

②地産地消の推進 

 
1-2-1 農地 

①農地の保全と活用 

農地は農業生産の場としてだけでなく、景観や防

災、レクリエーションなど多様な機能を持っていま

す。農業に対する理解を深めるとともに、農業振興

策の充実により、農地の保全を図ります。また、所

有者の意向に配慮しつつ、田園住居地域
*
や農の風景

育成地区
*
等の指定について必要に応じて検討しま

す。 

 

  

②生産緑地地区の保全と活用 

生産緑地制度の活用を推進するほか、生産緑地地区
*
の決定から 30年を迎えるものについ

ては、特定生産緑地の指定を進め保全を図ります。 

また、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行も踏まえ、貸し手と借り手のマッチング

や、市民農園
*
・体験農園

*
としての活用を継続します。 

 

③防災協力農地の充実 

都市農地は多面的な機能として、火災延焼防止や、

震災時におけるいっとき集合場所などの役割を担

っています。協定締結先である東京みらい農業協同

組合及び農地所有者の協力のもと、防災協力農地
*
の

維持と周知を図ります。 

 
  

北山公園内の水田での作業風景 

（平成 14 年頃撮影） 

防災協力農地に指定された農地 
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1-2-2 農にふれあう機会の充実 

①体験機会の充実 

市民農園
*
や体験農園

*
などを有効活用し、農業と

のふれあいや体験の場づくりを進めます。また、小

中学校の総合的な学習の時間などでも、農業体験や

農業の理解に努めます。 

農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」を、

市民交流や農業体験の場となる都市公園
*
・緑地とし

て活用することを継続します。農業体験の拡充や公

園利用の促進のため指定管理者制度
*
をはじめとす

る公民連携による管理・活用を検討します。 

 
②地産地消の推進 

市内の農産物直売の場づくりを促進するほか、農

産物直売所マップなどを活用して、地場農産物の情

報の充実を推進します。 

直売の場においては、地域の農業への理解や愛着

を育むよう、生産者と消費者の交流を図ります。 

また、地場農産物の学校給食での活用を継続し、

地場野菜及び果樹の普及啓発に努めます。 

 

■農業を体験してみよう 

 市内には市民農園
*
や体験農園

*
、農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」があり

ます。また、東村山産のブランド果実である「多摩湖梨」や「多摩湖ぶどう」の収穫

体験ができる農園などもあり、農業を身近に感じ、気軽に楽しむことができます。 

  

秋津ちろりん村での収穫体験 

「マルシェ久米川」での生産者と消費者のふれあい 

恩多町第１市民農園 

多摩湖梨 
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1-3 水辺のみどりを守り・活かそう 

市内には、柳瀬川、空堀川、北川、前川等が流れるほか、湧水も点在しています。また、

江戸時代にかんがい用水路として開拓された野火止用水が流れ、豊かな水辺環境を有して

います。豊かな水辺や水辺と関わりの深いみどりを一体的に保全します。 

1-3 施策一覧 

１-３-１ 

水辺のみどり 
①柳瀬川のみどりの保全と活用 

②空堀川のみどりの保全と活用 

③野火止用水のみどりの保全と活用 

④北川、前川のみどりの保全と活用 

１-３-２ 

河川・湧水等の水辺 
①自然に配慮した安全な川づくり 

②水辺に親しむ空間づくり 

③河川・湧水の保全 

１-３-３ 
水循環への配慮 

①雨水貯留・浸透に配慮した環境づくり 

②公共下水道接続率の向上 

 
1-3-1 水辺のみどり 

①柳瀬川のみどりの保全と活用 

柳瀬川の河畔に位置する淵の森緑地は、多様な生

きものの生息・生育する重要なみどりとして、引き

続き、隣接自治体や周辺住民、市民団体と連携しな

がら保全活動を継続します。 

 

 

 

 

②空堀川のみどりの保全と活用 

空堀川では、河川区域内における遊歩道等での緑

化推進など地域に親しまれる川づくりを河川管理

者等と協力して促進します。 

 
  

柳瀬川と淵の森緑地のみどり 

空堀川沿いに続く遊歩道 
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③野火止用水のみどりの保全と活用 

野火止用水については、東京都の歴史環境保全地

域
*
に指定されており、由緒ある歴史環境や良好な水

辺の維持・管理に東京都や近隣の自治体と連携し取

り組んでいきます。また、歴史や自然についてのイ

ベントの開催などにより活用を図ります。 

河岸の樹木については、倒木の危険性の高い樹木

の伐採を計画的に進めます。また、樹間の空いてし

まうスペースへの植樹や、萌芽更新
*
等の手法を用い

た樹木の若返りについて検討します。 

また、洗堀
*
が進み倒木の恐れのある箇所や側道等

からの雨水の流入により河岸が崩落する箇所も増

えているため、河岸の整備・安全対策を検討してい

きます。 

 

 
 
④北川、前川のみどりの保全と活用 

北川については、北川緑道や北山公園及び周辺の

樹林地と一体となったみどりの維持管理や緑化推

進により、地域に親しまれる川づくりを促進します。

また、前川については、河川と一体となった公園整

備を行うなど、潤いある都市空間の創造に努めます。 

 
  

歴史と自然を感じる野火止用水 

北山公園内に整備された親水広場で 

実施されるイベント 
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1-3-2 河川・湧水等の水辺 

➀自然に配慮した安全な川づくり 

水辺のみどりの保全により、水辺に生息・生育す

る生きものに配慮しつつ、近年の台風等による豪雨

災害に鑑み、洪水時に倒木の恐れのある樹木、住民

利用並びに河川施設に支障のある樹木については

河川管理者と連携しながら伐採を進めていきます。 

 

 
 
 
②水辺に親しむ空間づくり 

市民が豊かな水辺環境を楽しめるよう、市民団体

の主体的な活動を支援するとともに、河川敷等で開

催されるイベントを通じて、水辺に親しむ機会を創

出します。 

 

 
 
 
③河川・湧水の保全 

河川と公園の一体的整備を行うなど、潤いのある

都市空間の創出を図ります。また、河川の清掃など

の美化活動を市民団体や周辺住民と協働して行う

とともに、各河川や湧水の水質・水量等について、

定期的な観測を行います。 

 

 

1-3-3 水循環への配慮 

①雨水貯留・浸透に配慮した環境づくり 

総合治水の観点から、公園、緑地、農地、雨水調節池等の保全を推進し、流域全体の雨水

貯留・浸透能力を強化します。また、雨水貯留・浸透施設等設置助成制度、宅地開発及び建

築物の建築に関する指導要綱等により、雨水貯留・浸透施設の設置を推進します。 

 

②公共下水道接続率の向上 

市民の生活環境の改善や河川等の水質改善のために、下水道水洗化率（接続率）の向上を

図るとともに、水質や水量が適切に管理されるよう、下水道施設の維持・管理を行います。 

  

空堀川等でよくみかけるコサギ 

空堀川川まつり 

地域住民による柳瀬川の清掃活動 
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エコロジカル 

ネットワーク 
東村山市のみどり みどりの骨格構造 

中核地区 

（15ha 以上の

規模の大きな

みどり） 

八国山周辺 

国立療養所多磨全生園周辺 

みどり

の核 

 

 

 

 

拠点地区 

（規模の大き

なみどり・生き

もののすみか

となっている

みどり） 

都立東村山中央公園 

都立狭山緑地（狭山公園） 

せせらぎの郷多摩湖緑地周辺 

北山公園 

都立小平霊園 

淵の森緑地 

多摩北部医療センター 

緩衝地区 中核地区・拠点地区の周辺の 

みどり（農地など） 

回廊地区 みどりの核をつなぐ河川や 

緑道など 

 

 

 

みどり

の回廊 

 

 

1-4 生物多様性に配慮したエコロジカルネットワークをつくろう 

東村山市のみどりや水辺には、トウキョウダルマガエル等の貴重な生きものが確認され

るなど、豊かな環境を有しています。今後もみどりや水辺が多様な生きものの生息・生育環

境となるよう、みどりとみどりをつないで、エコロジカルネットワーク
*
をつくります。 

1-4 施策一覧 

１-４-１ エコロジカルネットワークの確保 

１-４-２ 生きものの実態把握 

１-４-３ 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

 

1-4-1 エコロジカルネットワークの確保 

①エコロジカルネットワークの確保 

みどりの特性に応じ、中核地区、拠点地区、回廊地区、緩衝地区を設定し、エコロジカル

ネットワーク
*
の確保に努めます。 

また、まちづくりにおいては、生きものの生息・生育環境に可能な限りの配慮を検討しま

す。本計画の策定にあたり、国土交通省より平成 30年４月に策定された「生物多様性に配

慮したみどりの基本計画策定の手引き」を参考に、都市のエコロジカルネットワーク
*
の構

成要素となる緑地の配置について検討し、東村山市のみどりの骨格構造に反映させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
みどりの骨格構造の詳細は 36 ページへ 
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■生物多様性に配慮したエコロジカルネットワークをつくろう 

エコロジカルネットワーク
*
とは、生物多様性

*
を保全するため、生態系の拠点となる

みどりを適切に配置し、つながりを持たせることです。生きものの生息・生育地とな

るみどりの核や緩衝となるみどりを適切に配置するとともに、生きものの分散・移動

による個体群の交流を促進するため、生態的なみどりの回廊を確保することが重要と

されています。 

生物多様性
*
の保全に関する国際的な関心が高まり、日本を含む世界各国で様々な取

り組みが進められている中、世界人口の半数以上が居住する都市における生物多様性
*

に対しても、注目が高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4-2 生きものの実態把握 

①生きものの実態調査 

緑地や公園の生きものの状況を把握する実態調

査に市民など様々な主体と協働で取り組みます。ま

た、生物多様性地域戦略
*
の策定を見据え、市民団体

等の実施する調査データの一元化を図ります。 

 

 

1-4-3 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

①生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

緑地や公園における生物多様性
*
の保全について、

市民の理解を醸成するため、市民団体や事業者と協

働し、自然観察会等の学ぶ機会の充実を図ります。 

また、希少種を含む在来種の保全のために、北山

公園における外来種防除事業
*
等を継続するととも

に、市内全域における外来種対策についても啓発を

図ります。 

野火止用水で撮影されたカワセミ 

北山公園外来種防除イベント 

資料：Ｈ16 国土交通省「人と自然との美しい共生 エコロジカル・ネットワーク」を参考に作成 
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基本方針２ みどりとともに暮らすまち・ライフスタイルをつくろう 

豊かなみどりなど、地域の魅力を

活かした公園・緑地の整備・拡充を、

多様な主体との協力のもとで進め

ます。 

また、みどりのまちづくりを進め、

みどりとともに暮らすまち・ライフ

スタイルの構築を目指します。 

 

 

 

 

 

2-1 多くのひとが楽しめる公園や緑地をつくろう・活かそう 

市内には、東村山中央公園などの都立公園や、里山の景観を有する北山公園、運動場の整

備された東村山公園（運動公園
*
）など、様々な特徴を持った公園があります。 

公園・緑地の計画的な整備・拡充・維持管理を進め、地域のニーズに合わせた個性ある公

園づくりを多様な主体とともに進めます。また、様々な魅力にあふれる公園・緑地を、多く

のひとが楽しむ機会の充実を図ります。 

2-1 施策一覧 

２-１-１ 

計画的な整備・拡充 
①公民連携による公園づくり 

②地域や時代のニーズに応じた公園づくり 

③公園・緑地の整備・拡充 

２-１-２ 
適切な維持管理の推進 
①安心・安全に利用できる環境づくり 

②状況に応じた植生管理 

２-１-３ 公園や緑地を楽しむ機会の充実 

２-１-４ 

東村山市の特徴となる個性ある公園づくり 
①都立公園 

②総合公園 

③運動公園 

④近隣公園 

⑤街区公園、児童遊園、仲よし広場 

 
 

  

菖蒲まつりでにぎわう北山公園 
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2-1-1 計画的な整備・拡充 

①公民連携による公園づくり 

民間事業者や市民参加による公園の整備・運営について様々な制度の導入を含め、発展的

に検討を継続します。 

 民間事業者による整備・運営については、既存の指定管理者制度
*
のほか、公募設置管理

制度（Park－PFI 制度）
*
等の新たな制度の活用についても検討します。 

 市民参加による整備・運営については、地域のニーズを反映した公園づくりを行うため、

地域連携型で取り組みます。 

 

■公募設置管理制度（Park－PFI制度） 

都市公園
*
において飲食店、売店等の公園施設（公募対象公園施設）の設置又は管理

を行う民間事業者を、公募により選定する手続き制度です。事業者が設置する施設か

ら得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者には都市公園法の特例措

置がインセンティブとして適用されます。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省都市局 公募設置管理制度（Park-PFI)について 

 

②地域や時代のニーズに応じた公園づくり 

高齢者・子育て世代の利用が見込まれる地域や、駅周辺などの新たににぎわいが創出され

る地域等、人口動向や時代の変化を踏まえ、既存の公園の再整備を含めて、地域のニーズに

合った公園づくりを目指します。 

再整備にあたっては、各公園の特性に合わせてバリアフリー化や駐車場設置の必要性、健

康づくりや防災に関する機能等を個別に検討していきます。 

 
③公園・緑地の整備・拡充 

今後も、多くのひとが公園・緑地を楽しむことができるよう、計画的な整備・拡充を進め

ます。また、より利用者のニーズや地域の現状に合った公園の整備・運営をしていくため、

公園の配置や機能配分を見直しながら再整備を進めます。 

長期未整備の都市計画公園は早期の整備を目指すことはもとより、その実態を把握し、状

況に応じた見直しの対応方針を検討します。 
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■みどりとオープンスペースの機能の配置 

東村山市には都立の公園や緑道が５か所、市立公園が 166 か所開園しています。ま

た、児童遊園
*
や仲よし広場

*
等の公園１か所あたりの面積が 100～300 ㎡の中小規模の

公園が分散して配置され、都市公園
*
の機能を補う役割を果たしています。 

都市公園
*
のうち、街区公園

*
、近隣公園

*
、運動公園

*
、総合公園

*
に加え、児童遊園

*
、

仲よし広場
*
について、それぞれの位置と地域住民が容易に利用することができる誘致

距離の目安を下図に表しました。下図の水色の地域は、近くにこれらの公園等が配置

されていますが、白い地域は近くに公園等が配置されておらず、公園や緑地の配置を

検討すべき地区となっています。 

みどりとオープンスペース
*
が持つ多機能性を最大限発揮させていくよう、公園の再

編等についても検討を進めていきます。 

 

 

  

公園の誘致距離の目安 
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2-1-2 適切な維持管理の推進 

①安心・安全に利用できる環境づくり 

遊具やベンチ等の公園施設の点検・修繕・更新を定期的に実施し、利用者が安心・安全に

利用できる環境をつくります。 

②状況に応じた植生管理 

道路や公園・緑地等の植栽の維持管理については、「東村山市公共の緑の植生管理のガイ

ドライン」を基本に、適切な管理を進めます。 

老木化・高木化した樹木等を含め、計画的な維持管理・更新を図るとともに、剪定・伐採

した樹木の二次的利用について、公民連携を取り入れた方策を検討します。 

また、落ち葉清掃や雑草処理などを適切に推進するとともに、市民と協働による取り組み

を継続していきます。 

■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ー都市公園ー 

それぞれの公園の持つ機能を発揮させるため、みどりの目標像を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

公園のみどりの状況に応じ、課題と対策を検討しています。   

みどりの状況 課題 対策 

ソメイヨシノ ■樹種の課題 

ソメイヨシノの衰退 

境界周辺に植栽されているソメイヨ

シノは、高齢化が進み、樹勢の低下に

より、枯損や倒木の恐れがあります。 

 

□対策  

樹勢回復をめざして 

ソメイヨシノは、腐朽部分の措置

等の外科的手当てを施すととも

に、施肥や土壌改良などによって

樹勢の回復を促します。回復が望

めず、枯損が進む場合には、伐採と

更新（植替え）を検討します。 

コナラ 

 

 

 

 

 

 

高齢化したコナラ林 

健康度が低下している 

■構造の課題 1  

コナラ高齢化 

コナラの既存林をそのまま活用して

いる公園では、コナラの高齢化が進

行しています。こうした雑木林の樹

木は、10 年から 20 年で伐採し、萌

芽更新*による若がえりを図りながら

存続してきましたが、樹木の高齢化

に加えて、病害虫の発生も見え始め

ています。 

□対策  

緑地の将来像を検討 

このままコナラ高齢林として維持

する方法、常緑樹林への遷移、萌芽

更新*による若返りの３つの管理手

法が想定されるので、立地環境も

踏まえた効果的な手法を検討しま

す。 

 

ケヤキ 

 

 

 

 

 

 

競合して健康度が低下した 

ケヤキ 

■構造の課題２  

ケヤキ健康度低下 

大木となるケヤキが植栽されてい

て、公園の面積規模と合致していな

いところがあります。こうした場所

では、ケヤキ同士の競合により樹勢

が低下しているほか、下部に生育す

るイロハモミジ、ハナミズキ等の健

康度も低下しています。 

□対策  

本数を減らして健康度を回復 

弱ったケヤキを伐採することによ

り、ケヤキ同士の競合を解消し、樹

勢の回復を促します。 

回復しない場合は、水分不足や栄

養不足などの要因も考えられるの

で、土壌診断や土壌改良などを検

討します。 

入口周辺 

・ 整然と管理された箱庭

的な修景植栽地を目標

とします。 

 

境界周辺 

・ 主に常緑樹により構成され

た栽密度の高い帯状の植栽

地を目標とします。 

 

園内 

花木や樹形の美しい樹種

からなる修景植栽地を目

標とします。 
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2-1-3 公園や緑地を楽しむ機会の充実 

①公園や緑地を楽しむ機会の充実 

公園・緑地を活用したイベントなどの開催を通じて、公園・緑地を楽しむ機会の充実に努

めます。 

 

2-1-4 東村山市の特徴となる個性ある公園づくり 

①都立公園 

都立東村山中央公園、都立狭山緑地（狭山公園）、

都立八国山緑地、都立小平霊園は、東京都と連携し

ながら保全・活用を促進します。 

 

 
 
 
②総合公園 

東村山市には、北山公園、都立東村山中央公園の

２つの総合公園
*
があります。 

北山公園は、狭山丘陵
*
を背景にした自然豊かな公

園で、新東京百景に選ばれています。豊かな水とみ

どりに囲まれ、初夏には約 600 種類８千株 10 万本

の花菖蒲が咲き乱れます。春には桜、秋には曼珠沙

華など、季節の花が楽しめます。また、池やその周

辺には多くの野鳥が集まり、羽を休める姿などを見

ることもできます。人々は北山公園で憩いの時を過

ごし、その豊かな景色を守り・育てるため、様々な

活動を展開しています。 

今後も北山公園が東村山市を象徴する公園とな

るよう、公有地化を継続し、都市公園
*
としての整備

を推進します。また、花菖蒲の維持管理を継続する

とともに、稲作の風景を残し、生物多様性
*
の保全な

どの市民活動、市内外の人々の交流や体験の場とし

て、活発な活動がなされる交流の拠点の形成に取り

組みます。 

 

 

 

  

都立狭山緑地（狭山公園）から望む市街地 

市民団体による生物多様性の保全活動 

ライトアップされた夜の花菖蒲 
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③運動公園 

東村山公園（運動公園
*
）においては、多様化する市民ニーズを踏まえ、公共スポーツ施設

の今後の方向性について検討していきます。 

 

④近隣公園 

近隣公園
*
は、各公園の位置づけを踏まえ、特徴を

活かした公園づくりを推進します。 

熊野公園は、熊野神社と一体となった地域に親し

まれる公園として、市民協働による維持管理やイベ

ントの実施を継続します。 

萩山公園は、整備を推進し、市民交流の場として

の活用を図ります。 

前川公園は、市民交流の場やスポーツ施設の整備

に加え、防災機能を持った公園として整備を推進し

ます。 

 

⑤街区公園、児童遊園、仲よし広場 

街区公園
*
は、市民の暮らしに最も身近な公園とし

て、地域のニーズに応じて整備・充実を図ります。

また、児童遊園
*
や仲よし広場

*
、市民緑地

*
などにつ

いては、街区公園
*
を補完する場として適切な整備を

図るとともに活用を促進します。 

 

 

  
春の廻田児童遊園 

熊野公園ボランティアの会主催の 

水鉄砲大合戦 
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2-2 まちのみどりを守り・活かそう 

市役所や公民館、病院、学校等の公共公益施設や駅前空間などの人々が集まる空間におい

て、みどりの保全・活用を図ります。 

2-2 施策一覧 

２-２-１ 人々が集まる公共空間のみどり 

２-２-２ 学校のみどり 

 
2-2-1 人々が集まる公共空間のみどり 

①人々が集まる公共空間のみどり 

市役所、公民館、病院、学校等の公共公益施設や

その周辺、駅前空間などにおいて、事業者等との協

力のもと、既存のみどりの維持管理・更新や草花等

の植栽により充実を図ります。特に、みどりの少な

い市街地においては、重点的に取り組みます。 

また、市の管理する公共施設については、「東村山

市公共の緑の植生管理のガイドライン」を基本に、

それぞれの施設に応じた維持管理を継続します。 

 

2-2-2 学校のみどり 

①学校のみどりの保全・活用 

学校は、児童･生徒の教育学習の場としてだけで

なく、地域におけるオープンスペース
*
や防災活動の

拠点としても重要です。「東村山市公共の緑の植生

管理のガイドライン」を基本に、地域に開かれた場

として、それぞれの学校のみどりの特性に応じた管

理･創出を図ります。 

 

■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ー学校ー 

学校のみどりは、正門周辺の修景植栽、遮蔽効果が求められる校庭など境界周辺の

植栽、建物の直線性を緩和する建物周辺の植栽など、目的や機能が異なるので、それ

ぞれに合致した植栽を維持していくことを基本方針としています。 

植生管理の例 

 

 

樹勢を回復させる外科的処置としては、幹の腐朽部を削除して

殺菌剤を塗布すると、不定根や枝が生長する場合があります。回

復が望めず、枯損が進む場合には、更新（植替え）を検討します。

更新（植替え）を行う際には、小型の樹種への変更も検討します。 

市役所北庁舎のグリーンカーテン 

学校のみどり 

健康度の低下した樹木へ対策 ～樹勢の回復～ 
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2-3 みどりをつなげよう 

東村山市を代表するみどり、河川や緑道、街路のみどりなどのつながりを、「みどりの回

廊」ととらえ、みどりを保全し、みどりの連続性を確保するとともに、市民の活動や交流を

図ります。 

2-3 施策一覧 

２-３-１ 
みどりをつなぐ 
①街路樹 

②緑道  

 

2-3-1 みどりをつなぐ 

①街路樹 

都市計画道路の整備にあたっては、歩道の植樹ま

すや植栽帯等により、みどりの景観形成を図ります。 

また、現在ある街路樹について、倒木や枝の落下

などの危険を未然に防ぐため、街路樹診断
*
を行うと

ともに、維持管理に向けた樹種選択や植樹構成の検

討を進めていきます。 

 

②緑道 

廻田緑道や多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）などの快適な緑道ネットワークの維持・

発展に努めます。これまでに整備された緑道や散歩道のみどりが、その機能をさらに発揮で

きるよう、それぞれの状況に応じた適切な維持管理及び地域のイベント等での活用の促進

に努めていきます。 

 

  

都市計画道路 3･4･27 号線さくら並木 

廻田緑道 

緑道位置図 
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■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ー街路樹ー 

街路樹は、樹冠が広げられる空間の大きさと植樹ますの大きさによって生育環境が

大きく異なるため、植生管理の基本方針を、「現状維持の管理」、「外科的手当てと更新

（植替え）等の検討」に分けています。 

植生管理の例 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

外科的手当てと更新（植替え）等の検討 

 

〇ケヤキ 

道路規模に対して大きくなりすぎる樹種であるため、樹冠が

縮められた樹形になっている。 

基本的には、大きな問題はなく、現状維持の管理を行います。 

 

現状維持の管理 

〇広い空間に植栽されたソメイヨシノ 

花見等の行楽、まちなみ景観の形成機能が発揮されている。

ソメイヨシノの健康状態は良好である。 

〇狭い空間に植栽されたコヒガンザクラ 

空間の広さに合わせた樹種が選択されており、健康状態は良

好である。 

多くの樹木には、強剪定、腐朽、キノコなどが見られます。

これらに対しては外科的手当てを行うとともに、土壌改良及

び植栽ますの拡張を検討することが必要です。ケヤキは、市

道の規模に対しては、大きくなりすぎる樹種のため、将来的

には樹種変更の検討も必要です。 
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2-4 計画的なみどりのまちづくりを進めよう 

鉄道駅や商業施設、住宅などが集積する市中心部では、みどりは少ない状況にあります。

東村山市では連続立体交差事業
*
や都市計画道路の整備などが進められており、これらと連

携しながら、みどりのまちづくりを進めていきます。 

2-4 施策一覧 

２-４-1 

まちの緑化の推進 
①緑化を推進するエリアの設定 

②計画的なみどりのまちづくり 

③みどりのまちづくりの支援 

④まちの緑化の推進 

 
2-4-1 まちの緑化の推進 

①緑化を推進するエリアの設定 

東村山市では、市街化区域全域が緑化重点地区
*
に定められており、今後とも公園・緑地

の整備や緑化の推進に取り組みます。 

身近な緑の確保のため、緑化地域
*
の指定について必要に応じ検討します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
■緑化重点地区の方針 

現状 
市境周辺部には大きな公園・緑地などを有し、豊かなみどりを有していま

すが、市中心部にはみどりが少ない状況にあります。 

方針 

市境周辺部のみどりの保全の継続を図るとともに、市中心部については、

みどりのまちづくりの支援などを通じて、緑化の充実を図ります。また、

現在連続立体交差事業
*
や都市計画道路の整備が進められており、まちづく

りに合わせたみどりの創出に積極的に取り組みます。 

緑化重点地区図 
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②計画的なみどりのまちづくり 

北山風致地区
*
は、「東村山市風致地区内における

建築等の規制に関する条例」に基づき、都市の風致

の維持に努めます。 

新たな市街地整備にあたっては、緑地協定
*
や地区

計画
*
等の導入を進め、みどりのまちづくりを進めま

す。 

連続立体交差事業
*
と合わせた東村山駅周辺の基

盤整備の際は、事業者等の協力のもと、小規模な公

園、植栽帯等のオープンスペース
*
の確保などみどり

の充実を図ります。 

また、未利用地等が生じた際はみどりの空間とし

ての活用を検討します。 

 

③みどりのまちづくりの支援 

「東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱」及び「東村山市緑の保護と育成

に関する条例」、東京都の「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づく「緑化

計画書制度」等による民間開発事業等の協議時に適切な緑化指導を実施するとともに、既存

のみどりの保全やさらなる緑化のため、「東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン」の

周知を図ります。 

 

④まちの緑化の推進 

壁面や屋上、駐車場の緑化など、様々な緑化手法

の普及啓発や、グリーンカーテン
*
等の取り組みによ

り、まちの緑化を推進します。 

 

  

街路樹や生垣が効率的に配置された街並み 

個人宅に設置されたグリーンカーテン 
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2-5 花やみどりの美しい庭をつくろう 

都心近郊の住宅都市である東村山市には、花やみどりに彩られた美しい庭を持つ住宅が

たくさんあります。こうした一人ひとりの暮らしの中にあるみどりを大切に育み、花やみど

りの美しい庭を広げていきます。 

 

2-5 施策一覧 

２-５-１ 
花やみどりの美しい庭づくり 
①美しい庭づくり 

②地域の庭づくり 

 
 
2-5-1 花やみどりの美しい庭づくり 

①美しい庭づくり 

戸建住宅、集合住宅、商業施設等における敷地内

の緑化を促進し、生垣補助制度の活用促進やつる性

植物の配付など、身近なみどりの創出の取り組みを

継続します。また、美しい庭を楽しむガーデンコン

テスト
*
の実施や、オープンガーデン制度等の導入を

検討します。 

 

 

 

②地域の庭づくり 

公共の花壇における地域住民による花植え等の

活動を継続します。また、都市整備に伴い発生する

未利用地等について、地域の人々が花やみどりと親

しむコミュニティガーデン
*
として活用することを

検討します。 

また、民有地を地域の人々が利用できる緑地とし

て認定する、市民緑地認定制度
*
等の活用を促進しま

す。 

 

 

  

生垣による道路面の緑化 

地域住民による JR 武蔵野線沿線 

花壇の花植え 



 

70 

基本方針３ みどりとひとのつながりを深めよう 

あらゆる機会を通じてみど

りに親しむ機会を創出します。 

また、市民や市民団体、民間

事業者、行政など、多様な主体

による協働体制づくりに努め

ます。 

 

 

 

 

 

 
 

3-1 みどりに親しみ、つながりを深めよう 

みどりを守り育てるためには、市民一人ひとりが、みどりとの関わりを深め、みどりのあ

る暮らしを楽しむこと、みどりを暮らしの中に活かしていくことが重要です。そのため、み

どりについての情報を広く発信するとともに、みどりに親しむ機会を創出していきます。 

3-1 施策一覧 

３-１-１ みどりの情報発信 

３-１-２ 

みどりに集い楽しむ機会の拡充 
①みどりのイベントの計画的な実施 

②学校教育等と連携したみどりの学びの充実 

③みどりに親しむ拠点づくり 

 
3-1-1 みどりの情報発信 

➀みどりの情報発信 

東村山市のみどりに関する認知度向上や緑化に

対する周知啓発のため、みどりの情報を市報やホー

ムページ、SNS など、様々な媒体を通じて広く発信

していきます。また、事業者や市民団体と協働して

取り組む普及啓発活動等についても積極的に情報

発信します。 

 

  

都立狭山緑地（狭山公園） 

ドローンで撮影された花菖蒲を 

市 YouTube で公開（令和２年度） 
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3-1-2 みどりに集い楽しむ機会の拡充 

➀みどりのイベントの計画的な実施 

みどりの保全・活用や緑化の推進などへの意識

向上を図り、みどりを育むひとづくりを進めるた

め、春・秋の緑の祭典をはじめとするみどりとふれ

あうイベントを、市民との協働により計画的に実

施し、みどりに関心を持つきっかけを様々な形で

設けます。 

 
 
 
②学校教育等と連携したみどりの学びの充実 

学校教育等との連携を図りながら、農作業体験

や自然学習等を通じ、多くの子どもたちが里山の

豊かさを将来まで感じられるようにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

③みどりに親しむ拠点づくり 

八国山たいけんの里を、みどりの学びの中核に位

置づけ活用を図ります。 

また、市内の公園や緑地等における雑木林は、ワ

ークショップや自然観察会等のイベント等での活

用を図ります。 

 

  

都立八国山緑地での自然観察会 

都立東村山中央公園で開催される春の緑の祭典 

秋津ちろりん村での小学生による収穫体験 
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3-2 多様な主体との協働を進めよう 

東村山市には、みどりに親しみ、みどりの保全や緑化に積極的に取り組む人々が多くおり、

これまで様々な活動を力強く進めてきました。こうした市民や市民団体のさらなる発展を

支援する体制づくりに努めます。 

さらに、国や東京都、周辺自治体や関係部署との連携を深め、多様な主体との協働を進め

ていきます。 

3-2 施策一覧 

３-２-１ 

市民・市民団体、民間事業者との連携・協力 
①市民・市民団体との連携・協力 

②事業者との連携・協力 

③みどりの担い手との連携・協力 

３-２-２ 国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 

 
3-2-1 市民・市民団体、民間事業者との連携・協力 

➀市民・市民団体との連携・協力 

地域での活動を担う市民や市民団体等の活動を支援するため、それぞれの意向に配慮し

ながら、団体相互の活動情報を共有できる仕組みや、市民活動をコーディネートする仕組み

づくりを検討します。 

 

②事業者との連携・協力 

指定管理者制度
*
等の既存制度とともに、公募設置管理制度（Park－PFI 制度）

*
など新た

な制度の活用等による公民連携を適切に進め、緑地や公園におけるイベントや啓発活動の

さらなる充実を検討します。 

 

③みどりの担い手との連携・協力 

みどりの担い手として、多様な市民団体や民間事業者が主体的に、それぞれの得意分野を

持ち寄り問題を解決していく活動を支援するとともに、民間主体を指定する緑地保全・緑化

推進法人制度（みどり法人制度
*
）の活用を必要に応じ検討します。 

 

3-2-2 国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 

➀国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 

みどりの取り組みについて、国や東京都、周辺自治体と連携・協力しながら進めます。ま

た、農地保全や防災、まちづくりなど、みどりとの関わりの深い分野について、本計画の進

行管理を通じ、庁内横断的な連携を図ります。 
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第６章 重点施策と目標指標  

先導的かつ重点的に取り組む施策を重点施策に位置づけるとともに、目標指標を設

定し、施策の推進を図ります。 

 

重点施策は、その他の全ての施策の実施をけん引していくリーディングプロジェク

トの役割を持たせます。また、目標指標は、それぞれの施策の方向性ごとに設定し、施

策の点検・評価に活用していきます。 

 

基本方針１ 東村山の魅力となるみどりを守り・活かそう 

施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開

プログラム 

樹林地の

みどりを

守り・活

かそう 

１-１-１ 狭山丘陵のみどり 
 せせらぎの郷多摩湖緑地周辺、北

山公園周辺、淵の森緑地、国立療

養所多磨全生園、小さな樹林地の

みどりなど、東村山市の樹林地に

ついて計画的な保全を進めます。

また、保全した緑地について、「東

村山市公共の緑の植生管理のガ

イドライン」に基づいた適切な管

理と積極的な活用により、樹林地

のみどりを守り、活かします。 

１-１-２ 
せせらぎの郷多摩湖緑

地周辺のみどり 

 

１-１-３ 北山公園周辺のみどり 
 

１-１-４ 淵の森緑地のみどり 
 

１-１-５ 
国立療養所多磨全生園

等のみどり 

 

１-１-６ 小さな樹林地のみどり 
 

１-１-７ 樹林地保全の推進 ★ 

１-１-８ 
維持管理と活用による

樹林地の質の向上 
★ 

 

目標指標 
現状値 

（令和２年３月 31日時点） 

将来値 

（令和 12年） 

新たに保全した公園・緑地などの面積 

※新たな公園の整備や、法律・条例に基づく緑

地指定、公有地化などにより新たに保全した

みどりの面積です。 

- 約 3.05ha 

緑地保護区域の面積 

※「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に

基づく緑地保護区域の面積です。 

約 8.26ha 維持 

保存樹木・特別保存樹木の本数 

※「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に

基づく保存樹木・特別保存樹木の本数です。 

407本 維持 
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施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開

プログラム 

農のみど

りを守

り・活か

そう 

１-２-１ 農地 
 農業振興施策の充実により農地

の減少率を緩和します。また、市

民農園
*
や体験農園

*
等を中心に、

農にふれあう機会の拡充を図り、

農のみどりを守り、活かします。 

１-２-２ 
農にふれあう機会の充

実 
★ 

 

目標指標 
現状値 

（令和２年３月 31日時点） 

将来値 

（令和 12年） 

農地面積 

※市内の農地の面積です。将来値は東村山市第

３次農業振興計画に準拠しています。 

147.3ha 125.2ha 

市民農園・体験農園・農業体験公園の設置件数 

※市民農園・体験農園・農業体験公園の設置件

数です。 

10件 11件 

 
 

施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開

プログラム 

水辺のみ

どりを守

り・活か

そう 

１-３-１ 水辺のみどり 
 市民協働による維持管理活動を

継続し、水辺のみどりにふれあう

機会の充実を図り、水辺のみどり

を守り、活かします。 

１-３-２ 河川・湧水等の水辺 ★ 

１-３-３ 水循環への配慮 
 

 

目標指標 
現状値 

（令和２年３月 31日時点） 

将来値 

（令和 12年） 

河川湧水調査の実施 

※５つの河川等と９つの湧水の水質に関する調

査の１年間に実施する回数です。 

２回／年 

（箇所による） 
維持 

野火止用水の危険木除去 

※令和元年度に実施した危険木調査の結果「伐

採を推奨する」となった樹木の本数です。 

138本 0本 

下水道の接続率 

※整備が完了している公共下水道への家庭や事

業所からの接続率です。 

99.2％ 100％ 
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施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開

プログラム 

生物多様

性に配慮

したエコ

ロジカル

ネットワ

ークをつ

くろう 

１-４-１ 
エコロジカルネットワ

ークの確保 

 市民協働による生きものの実態

調査を進めるとともに、自然観察

会などによる、生物多様性
*
の保

全へ向けた理解の醸成を図りま

す。また、樹林地や農地、水辺の

保全施策と連携し、エコロジカル

ネットワーク
*
の確保を図りま

す。 

１-４-２ 生きものの実態把握 ★ 

１-４-３ 
生物多様性の保全へ向

けた理解の醸成 

 

 

目標指標 
現状値 

（令和２年３月 31日時点） 

将来値 

（令和 12年） 

市民協働による生きものの実態調査 

※現在不定期に実施している市民協働による生

きものの実態調査の回数です。 

不定期 1回／5年 
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基本方針２ みどりとともに暮らすまち・ライフスタイルをつくろう 
施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開プ

ログラム 

多くのひとが楽

しめる公園や緑

地をつくろう・

活かそう 

２-１-１ 
計画的な整備・拡

充 
★ 

それぞれの公園・緑地を活かすた

め、公民連携による地域や時代の

ニーズに応じた公園づくりを進

め、公園・緑地の適切な整備拡充、

維持管理を図ります。また、公園で

楽しむ機会を充実させていきま

す。 

２-１-２ 
適切な維持管理の

推進 
 

２-１-３ 
公園や緑地を楽し

む機会の充実 
 

２-１-４ 

東村山市の特徴と

なる個性ある公園

づくり 

 

 

目標指標 
現状値 

（令和２年３月 31日時点） 

将来値 

（令和 12年） 

市民一人当たりの都市公園・緑地の面積 

※都市公園法に基づく都市公園・緑地の市民

1人当たりの面積です。 

5.24㎡  5.63㎡ 

維持管理等協定件数 

※公園や緑地で市民団体や事業者等との間で

締結している維持管理等協定の数です。 

５件 10件 

 
施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開

プログラム 

まちのみどり

を守り・活か

そう 

２-２-１ 
人々が集まる公

共空間のみどり 
★ 

人々が集まる公共空間のみどり

を、「東村山市公共の緑の植生管理

ガイドライン」を活用しながら充

実させ、市の緑化のモデルとなる

空間づくりに努めます。 
２-２-２ 学校のみどり  

みどりをつな

げよう 
２-３-１ みどりをつなぐ ★ 

まちづくりの機会をとらえ、みど

りのまちづくりを進めるととも

に、個人の庭などのみどりづくり

の意識向上を図ります。 

計画的なみど

りのまちづく

りを進めよう 

２-４-１ 
まちの緑化の推

進 
★ 

花やみどりの

美しい庭をつ

くろう 

２-５-１ 
花やみどりの美

しい庭づくり 
★ 

 

目標指標 
現状値 

（令和２年３月 31日時点） 

将来値 

（令和 12年） 

新たに設置した街路樹延長 

※都市計画道路の整備に合わせ、新たに設置

した街路樹の延長です。 

- 約 6.8Km 

生垣の新規設置延長 

※「東村山市生垣等造成費補助に関する規

則」に基づく生垣を設置した延長です。 

40ｍ／年 

（平成 29年度～ 
令和元年度の平均） 

50ｍ／年 

（３か年平均） 

壁面緑化実施件数 

※壁面緑化用の苗の配布を実施しており、そ

の配布件数です。 

40本／年 

（平成 29年度～ 

令和元年度の平均） 

50本／年 

（３か年平均） 
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基本方針３ みどりとひとのつながりを深めよう 
施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開プ

ログラム 

みどりに親

しみ、つな

がりを深め

よう 

３-１-１ みどりの情報発信  
自然に親しむイベントなどの充実

により、みどりに親しみ、つながり

を深める人々を増やしていきま

す。 ３-１-２ 
みどりに集い楽しむ機

会の拡充 
★ 

 

目標指標 現状値 
将来値 

（令和 12年） 

みどりのイベント参加人数 

※春・秋の緑の祭典や東村山菖蒲まつりな

ど、市の主催・共催するイベント参加人数

です。 

98,000人／年 

（令和元年度実績） 
100,000人／年 

八国山たいけんの里での自然観察会回数 

※八国山たいけんの里で実施される自然観察

会の回数です。 

12回／年 

（令和元年度実績） 
維持 

 
施策の 

方向性 
実施施策 

重点 

施策 

重点施策及びその他施策の展開

プログラム 

多様な主

体との協

働を進め

よう 

３-２-１ 
市民・市民団体、民間

事業者との連携・協力 
★ 

市民・市民団体、民間事業者との

連携を深めるため、それぞれが協

働しやすくなる体制整備に努め

ます。 ３-２-２ 
国や東京都、庁内の横

断的な連携・協力 
 

 

目標指標 
現状値 

（令和２年３月 31日時点） 

将来値 

（令和 12年） 

維持管理等協定締結件数 

※公園や緑地で市民団体や事業者等との間で

締結した維持管理等協定の数です。 

５件 10件 

 
全体指標 

計画全体の進捗を点検するため、みどりの全体の状況を包括する全体指標を以下に定

めます。 

全体指標 現状値 
将来値 

（令和 12年） 

緑被率 

※行政面積のうち、河川や池などの水辺や、

樹林地・草地・農地等、みどりに覆われた

土地の面積の割合です。 

26.3％ 

（平成 29年航空写真撮影時点） 
維持 

公園・緑地面積 

※行政面積のうち、都市公園法に基づく都市

公園や、土地利用規制など一定の定義の中

で担保された土地の面積です。 

344.53ha 

（令和２年３月 31日時点） 
維持 
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第７章 計画の実現に向けて 

計画の実現に向けて、多様な主体との協働を進めるとともに、計画の適切な進行管理

を行います。 

１ 多様な主体との協働 

本計画は、市民や市民団体、民間事業者、国や東京都、周辺自治体、庁内関係部署等、

多様な主体との協働により、実現に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な主体との協働 

 

（１）市民・市民団体との協働 

みどり豊かな東村山市の将来像は、市民一人ひとりの行動と努力の積み重ねによっ

て達成できるものです。その連携のあり方は、パートナーシップからさらに踏み込んだ

「協働」であり、市民・市民団体との協働により、計画実現に向け取り組みます。 

市民・市民団体の役割として、市民には、みどりとの関わりを深め、みどりのある暮

らしを楽しむこと、また、豊かな自然の恵みを受けて、みどりを大切に思い、みどりを

支える気持ちを育んでいくことが望まれます。 

また、市民団体は、東村山市のみどりを守り・育てるため、様々な活動を実施してき

ました。市民団体には、みどりに対するこれまでの活動経験や専門的な知識を活用して、

多くの市民がみどりとの関わりを深め、みどりのある暮らしを楽しむサポートをして

いくことが望まれます。 

そのため、市民や市民団体と行政が、お互いに連携し、みどりを守り・育てる活動を

一体となって進めるため、次のような体制により取り組みます。 

 

  

協働

市民

市民団体

民間事業者

行政
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①市民協働体制１ 公園・緑地コーディネーターの検討 

市民や市民団体、民間事業者による緑地や公園における普及啓発活動、維持管理活動、

また、団体相互の情報交換等を活性化するための（仮称）公園・緑地コーディネーター

の導入を検討します。（仮称）公園・緑地コーディネーターは、公園・緑地への地域や

市民ニーズの吸い上げや、活動場所・活動団体のマッチング、活動団体同士の交流支援

など、市民や市民団体、民間事業者がそれぞれの力を発揮できるよう、それぞれの働き

を結びつける組織として位置づけます。 

導入の際は、市民協働を専門とするコーディネーターの配置が可能な、公園・緑地の

指定管理者による運営を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）公園・緑地コーディネーター配置のイメージ 

 

②市民協働体制２ 公園や緑地の維持管理や活用の推進  

■公園・緑地ボランティア制度の継続 

登録した個人・団体について、東村山市でボ

ランティア保険に加入し、市内の公園・緑地の

維持管理作業（清掃、低木剪定、花壇管理等）

を行っていただいています。今後も、道具の貸

し出し等の支援の拡大を検討し、市民と協働

で行う公園・緑地の維持管理を継続します。 

 

 

  

市民（利用者） 

公園・緑地での活動団体 

・主体的な公園・緑地ボランティア 

・みどりの活動を実施する市民団体 

・民間事業者 

（仮称）公園・緑地コーディネーター 

・公園・緑地の指定管理者 

行政 

・公園や緑地のきめ細かな維
持管理 

・みどりの保全や緑化の推
進、生物多様性

*
の保全な

どの普及啓発 

・地域や市民意見の吸い上げ 
・活動団体同士の交流支援 
・活動団体や活動場所のマッ
チング 

・公園緑地の利便性・快適性
の向上 

・イベントなどの機会の増加 
・みどりへの意識の向上 

・地域ニーズに合わせたきめ
細かな公園・緑地のマネジ
メントの実現 

熊野公園での落ち葉掃き 
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■公園・緑地の維持管理・活用に関する協定の締結 

恩多稲荷公園、熊野公園、淵の森緑地等で

市民団体と維持管理についての協定を締結、

また、北山公園においては、生物多様性
*
の保

全についての協定を締結し、団体が主体的に

行う維持管理・活用を支援しています。今後

も地域の活動団体や事業者の意向を踏まえ

つつ、新たな協定の締結を検討します。 

 
（２）民間事業者との協働 

ライフスタイルや価値観の多様化、人口減少・少子高齢化の進展、公共施設の更新問

題など、多様化・高度化・複雑化する行政課題を解決し、良質で持続可能な市民サービ

スを提供していくためには、公民連携が不可欠です。公民連携とは、行政と民間が連携

し、お互いの強みを生かすことにより、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価

値や住民満足度の最大化を図るものです。 

東村山市は、「東村山市みんなで進めるま

ちづくり基本条例」に基づき、市内において

活動をする個人・団体と互いに自らの意思と

責任のもと、対等な関係で協働しながらまち

づくりを進めています。また、市では、「東

村山市と民間事業者との公民連携によるま

ちづくりに関する基本方針」を定めており、

これに基づきみどりの分野でも公民連携を

積極的に推進します。 

 

（３）行政の連携 

東村山市は、本計画の推進に努めるとともに、市民、市民団体、民間事業者等の活動

を支援する体制や制度の整備に努めます。なお、本計画の推進にあたっては、東京都、

周辺自治体、庁内関係部署との連携のもとで進めます。 

  

Honda ウェルカムプラザ青山に 

飾られた北山公園の花菖蒲 

淵の森の会（代表：宮崎駿氏）との 

協定締結 
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２ 計画の適切な進行管理 

本計画の実現に向けて、適切な進行管理を実施していきます。 

（１）進行管理の考え方 

本計画は、計画（PLAN）、実行（DO）、評価（CHECK）、改善（ACTION）のＰＤＣ

Ａサイクルによる進行管理を行い、計画の実効性を高めていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDCA による進行管理の考え方 

（２）進行管理スケジュール 

毎年度、目標指標の達成状況や各施策に基づく事業の実施状況を点検・評価し、東村

山市緑化審議会へ報告、意見を伺いながら、計画の推進に反映していきます。また、達

成状況の市ホームページでの公表や報告会の開催等を通じて、計画の進捗管理に市民

意見を反映する仕組みを検討します。 

また、みどりを取り巻く状況の変化を踏まえ、必要に応じて計画の改定や見直しを行

います。 

年度 R3 R４ R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

計画の目標 
         目標 

年次 

目標指標等の 
点検・評価 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

市民への報告・ 
意見交換会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

緑化審議会へ報告 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

計画の見直し     ★      

評価・検証スケジュール 

 

■東村山市緑化審議会 

東村山市緑化審議会は、「東村山市緑の保護と育成に関する条例」第 23 条に定めら

れた組織です。市長の諮問に応じ、緑の保護と育成に関する重要な事項を調査及び審議

するために設置され、緑の保護と育成に関する重要事項について、市長に意見を述べる

ことができるとされています。本計画の推進にあたっては、計画の進捗状況について、

緑化審議会に定期的に報告し助言を得ます。 

・事業や施策の実施計
画の策定 

・計画の見直し 

・目標の達成度合いや、
社会情勢に応じた施
策の見直し 

・本計画に定めた施策
の実施 

• 目標指標の達成状況
の点検・評価 

計画

PLAN

実行

DO

評価
CHECK

改善
ACTION
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1 みどりの現状 

①緑被の状況 

平成 29 年撮影の航空写真による令和元年度の調査における町丁目別の緑被の状況は

以下の通りです。 

町丁目別緑被面積   

町丁目名称
丁目
面積

樹林地
面積(ha)

草地
面積(ha)

農地
面積(ha)

町丁目毎
緑被計(ha)

町丁目毎
緑被率(%)

栄町一丁目 32.0 2.4 0.4 0.7 3.5 10.9

栄町二丁目 19.0 1.2 0.0 0.0 1.2 6.3

栄町三丁目 28.0 3.5 0.7 0.0 4.2 15.0

恩多町一丁目 46.0 4.9 1.3 6.5 12.7 27.6

恩多町二丁目 35.0 1.2 0.4 6.9 8.5 24.3

恩多町三丁目 35.0 4.7 0.7 4.0 9.4 26.9

恩多町四丁目 42.0 2.9 0.2 11.6 14.7 35.0

恩多町五丁目 42.0 4.5 0.4 5.4 10.3 24.5

廻田町一丁目 19.0 1.1 0.5 3.4 5.0 26.3

廻田町二丁目 18.0 1.2 0.3 1.5 3.0 16.7

廻田町三丁目 22.0 2.5 1.2 0.9 4.6 20.9

廻田町四丁目 20.0 1.8 1.0 3.6 6.4 32.0

久米川町一丁目 51.0 2.4 0.4 14.4 17.2 33.7

久米川町二丁目 47.0 2.3 0.8 11.4 14.5 30.9

久米川町三丁目 40.0 3.1 0.5 8.9 12.5 31.3

久米川町四丁目 40.0 2.5 0.7 4.0 7.2 18.0

久米川町五丁目 32.0 2.5 1.6 0.8 4.9 15.3

秋津町一丁目 32.0 0.9 0.2 7.9 9.0 28.1

秋津町二丁目 41.0 1.1 0.5 6.1 7.7 18.8

秋津町三丁目 43.0 2.8 0.5 5.9 9.2 21.4

秋津町四丁目 42.0 2.7 2.5 2.3 7.5 17.9

秋津町五丁目 42.0 3.7 0.8 2.0 6.5 15.5

諏訪町一丁目 24.0 2.1 0.3 0.5 2.9 12.1

諏訪町二丁目 28.0 7.1 0.9 0.8 8.8 31.4

諏訪町三丁目 38.0 31.9 1.2 0.2 33.3 87.6

青葉町一丁目 45.0 11.3 1.3 4.1 16.7 37.1

青葉町二丁目 43.0 5.0 0.6 0.9 6.5 15.1

青葉町三丁目 34.0 4.0 0.2 1.3 5.5 16.2

青葉町四丁目 38.0 19.0 4.3 0.4 23.7 62.4

多摩湖町一丁目 23.0 2.2 0.8 5.7 8.7 37.8

多摩湖町二丁目 25.0 10.7 3.4 0.6 14.7 58.8

多摩湖町三丁目 24.0 4.2 4.5 0.1 8.8 36.7

多摩湖町四丁目 24.0 4.9 1.9 0.0 6.8 28.3

萩山町一丁目 42.0 9.8 2.1 0.5 12.4 29.5

萩山町二丁目 20.0 2.4 0.6 0.2 3.2 16.0

萩山町三丁目 29.0 4.7 0.8 0.3 5.8 20.0

萩山町四丁目 14.0 1.1 0.1 0.0 1.2 8.6

萩山町五丁目 47.0 10.8 4.1 0.1 15.0 31.9

美住町一丁目 33.0 5.2 1.4 0.2 6.8 20.6

美住町二丁目 60.0 3.8 6.5 3.8 14.1 23.5

富士見町一丁目 40.0 5.6 1.2 0.0 6.8 17.0

富士見町二丁目 27.0 2.7 0.7 0.4 3.8 14.1

富士見町三丁目 29.0 1.5 0.6 0.7 2.8 9.7

富士見町四丁目 18.0 0.6 0.4 1.4 2.4 13.3

富士見町五丁目 31.0 10.8 4.8 0.0 15.6 50.3

本町一丁目 24.0 1.2 1.3 0.9 3.4 14.2

本町二丁目 18.0 0.7 0.1 0.1 0.9 5.0

本町三丁目 19.0 0.8 0.1 0.7 1.6 8.4

本町四丁目 22.0 2.5 0.5 0.4 3.4 15.5

野口町一丁目 29.0 1.4 0.1 1.6 3.1 10.7

野口町二丁目 34.0 2.5 2.9 2.9 8.3 24.4

野口町三丁目 34.0 1.7 0.8 5.9 8.4 24.7

野口町四丁目 34.0 4.8 1.9 9.2 15.9 46.8

分類毎緑被計 1,714.0 232.9 66.0 152.1 451.0 26.3

分類毎緑被率 - 13.6% 3.9% 8.9% 26.3%
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調 整

　　 　緑　地　種　別 箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

面積
(ha)

街 区 公 園 13 2.85 0.19 13 2.85 0.19 0.00

近 隣 公 園 2 1.51 0.10 2 1.51 0.10 0.00

総 合 公 園 2 15.00 0.99 2 15.00 0.99 0.00

運 動 公 園 1 4.60 0.30 1 4.60 0.30 0.00

18 23.96 1.59 18 23.96 1.59 0.00

1 31.40 2.08 1 31.40 2.08 0.00

3 38.68 2.56 4 52.38 3.47 13.70

1 2.76 0.18 1 2.76 0.18 0.00

5 72.84 4.82 6 86.54 5.73 13.70

22 65.40 4.33 23 79.10 5.24 13.70

12 2.47 0.16 12 2.47 0.16 0.00

8 2.63 0.17 8 2.63 0.17 0.00

19 1.40 0.09 19 1.40 0.09 0.00

119 5.34 0.35 119 5.34 0.35 0.00

8 1.31 0.09 8 1.31 0.09 0.00

24 21.79 1.44 24 21.79 1.44 0.00

3 0.88 0.06 3 0.88 0.06 0.00

193 35.82 2.37 193 35.82 2.37 0.00

5 42.78 2.83 5 42.78 2.83 0.00

198 78.60 5.20 198 78.60 5.20 0.00

221 175.40 11.62 221 189.10 12.52 13.70

1 1.04 0.07 1 1.04 0.07 0.00

4 1.18 0.08 4 1.18 0.08 0.00

2 4.66 0.31 2 4.66 0.31 0.00

30 5.15 0.34 31 5.34 0.35 0.18

6 1.97 0.13 6 1.97 0.13 0.00

1 0.18 0.01 1 0.18 0.01 0.00

44 14.18 0.94 45 14.36 0.95 0.18

(0.55) (0.73) (0.18)

264 157.63 10.44 266 171.33 11.35 13.70

0 0.00 0.00 1 21.00 1.39 21.00

1 56.00 3.71 1 56.00 3.71 0.00

327 123.46 8.18 327 123.46 8.18 0.00

2 16.70 1.11 2 16.70 1.11 0.00

330 196.16 12.99 331 217.16 14.38 21.00

1 1.85 0.12 1 1.85 0.12 0.00

2 3.20 0.21 2 3.20 0.21 0.00

31 8.26 0.55 31 8.26 0.55 0.00

34 13.31 0.88 34 13.31 0.88 0.00

364 209.47 13.87 365 230.47 15.26 21.00

(2.42) (2.42) 0.00

364 207.05 13.71 365 228.05 15.10 21.00

(41.15) (54.85) (13.70)

628 323.53 21.43 631 344.53 22.82 21.00

151 千人

151 千人

1,696 ha

1,714 ha

19.08 ％

20.10 ％

5.24 ㎡/人

12.52 ㎡/人

※各緑地面積の数値は㎡単位で集計し、四捨五入により算出しています。

都 市 公 園 等 の 目 標 水 準
（ 住 民 一 人 当 り 面 積 ） 都市公園等

都市公園

緑 地 の 確 保 目 標 水 準
市街地面積に対する割合

都市計画区域面積に対する割合

面 積
都市計画区域(市域)面積

現在市街地面積

人 口
都市計画区域人口

現在市街地人口

条 例 に 基 づ く 地 域 制 緑 地

地 域 制 緑 地 計

地 域 制 緑 地 間 重 複

地 域 制 緑 地 計

施 設 ・ 地 域 制 間 の 重 複

緑 地 総 計

生 産 緑 地 地 区

一 級 河 川

法 に 基 づ く 地 域 制 緑 地 計

都 歴 史 環 境 保 全 地 域

都 緑 地 保 全 地 域

緑 地 保 護 区 域

民 間 ト ラ ス ト 地

民 間 施 設 緑 地 計

施 設 緑 地 間 重 複

施 設 緑 地 計

近 郊 緑 地 保 全 区 域

風 致 地 区

都 市 公 園 等 計 （ 墓 園 含 む ）

民 設 公 園 、 P-PFI 公 園

公団・公社等が設置する住宅内の公園

民 間 教 育 施 設 の グ ラウ ン ド （ 公 開 ）

社 寺 境 内 地

体 験 農 園

運 動 場

公 立 学 校 の グ ラ ウ ン ド

市 民 農 園

公 園 に 準 ず る 機 能

公 共 施 設 の 植 栽 地

公 共 施 設 緑 地 計

特 殊 公 園 ・ 緑 地 等 計

都 市 公 園 計 （ 墓 園 除 く ）

公 共 緑 地

公 共 緑 道

児 童 遊 園

仲 よ し 広 場

住区基幹公園

都市基幹公園

基 幹 公 園 計

墓 園

都 市 緑 地

緑 道

整 備 量

㎡/人

整 備 量

㎡/人

市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域

緑 地 現 況 値

（ 令 和 2 年 3 月 31 日 現 在 ）

②緑地現況一覧表 

  令和２年３月３１日現在の緑地の状況は以下の通りです。 

緑地現況一覧表 
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2 東村山市みどりの基本計画改定の経緯 

計画改定の経緯は以下の通りです。 

 

  改定の経緯 

 

  

 
年月 項目 内容等 

令
和
元
年
度
（
２
０
１
９
年
度
） 

2019.6.21 
東村山市みどりの基礎調
査開始 

・緑被調査、緑地調査等、みどりの基礎

調査の開始 

2019.7～ 
2020.3.26 

東村山市みどりの基本計
画 2011 施策評価 

（※P99 参照） 

2019.7.26 
第１回 市民公募委員 
ワークショップ 

・みどりの基本計画とは 

・本年度の検討予定 

2019.8～
2020.1 

緑地保護区域所有者ヒア
リング 

（※P95 参照） 

2019.9.6 
第２回 市民公募委員 
ワークショップ 

・みどりの基礎調査中間報告 

・【議論テーマ１】 

東村山の里山について 

（※P90 参照） 

2019.11.27 
第３回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論テーマ２】 

東村山の農地のあり方について 

・【議論テーマ３】身近な公園や住宅の

みどりなど市街地のみどりについて 

（※P90 参照） 

2019.12.18 第２回 緑化審議会 

・みどりの基本計画の改定について 

・緑地保護区域所有者へのヒアリング

について 

2020.1.21 
第４回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論テーマ４】東村山の生物多様性

を守ることについて 

（※P92 参照） 

2020.1.28 第３回 緑化審議会 

・東村山市みどりの基本計画の改定に

ついて（諮問） 
・緑地保護区域の管理状況について

（現地視察・審査） 

2020.3 

第５回 市民公募委員 
ワークショップ（新型コ
ロナウィルスの感染拡大
防止のため中止） 

・東村山市みどりの基本計画基礎調査

報告書について 

（書面による意見収集） 

2020.3.31 
東村山市みどりの基礎調
査完了 
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 年月 項目 内容等 

令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
） 

2020.4 
第１回 緑化審議会（新
型コロナウィルスの感染
拡大防止のため延期） 

・東村山市みどりの基本計画基礎調査

報告書について 

（書面による意見収集） 

2020.7.17～
8.5 

庁内調査 
・基本理念や方針及び施策体系案に対

する各課意見の収集 

2020.7.28 
第 1 回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論】東村山市みどりの基本計画基

本理念について（※P93 参照） 

2020.8.31 第 1 回 緑化審議会 

・みどりの基本計画の改定について 

・検討スケジュール 

・東村山市みどりの基本計画 基礎調

査報告書の概要 

・東村山市みどりの基本計画 検討資

料（案） 

2020.9.4 環境行政推進本部（庁内） 

・検討スケジュール 

・東村山市みどりの基本計画 基礎調

査報告書の概要 

・東村山市みどりの基本計画 検討資

料（案） 

・環境基本計画との整合性について 

2020.9.10～ 
9.11 

関係各課ヒアリング ・施策案について 

2020.10.9 
第 2 回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論テーマ 5】市民協働のあり方に

ついて（※P94 参照） 

2020.11.18 
第 3 回 市民公募委員 
ワークショップ 

・東村山市緑の基本計画（素案）につ
いて 

2020.11.24 環境行政推進本部（庁内） 

・素案への前回意見の反映について 

・東村山市みどりの基本計画（素案）に

ついて 

2020.11.19～
11.30 

第４回 市民公募委員 
ワークショップ（新型コ
ロナウィルスの感染拡大
防止のため中止） 

・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）について（書面による意見収集） 

2020.12.1～
12.10 

関係各課確認 
・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）の記載内容確認 

2020.12.14 第 2 回 緑化審議会 
・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）について 

2020.12.15 東京都事前協議  

2021.1.12～ 
2021.2.1 

パブリックコメント  

〃 緑化審議会委員 意見募集 
・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）について（書面による意見収集） 

2021.2.19 第３回 緑化審議会 
・東村山市みどりの基本計画の改定に

ついて（答申） 

2021.3 東京都本協議  

 
2021.3 計画の策定・公表  
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◇市民公募委員ワークショップで発行した通信 

ワークショップ形式により議論した内容については、みどりの未来ミーティング通信と

してとりまとめました。 

 （令和元年度 第２回）テーマ：東村山の里山について考えよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （令和元年度 第３回）テーマ：都市の農地のあり方について考えよう／ 

身近な公園や住宅のみどりなど市街地のみどりについて考えよう 
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（令和元年度 第４回）テーマ：東村山市の生物多様性を守ることについて考えよう 
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 （令和２年度 第１回）テーマ：計画の基本理念について考えよう 
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 （令和２年度 第２回）テーマ：市民協働について考えよう  
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◇緑地保護区域所有者ヒアリング結果 

市条例で指定する緑地保護区域所有者に直接ヒアリングを行い、困りごとや今後の意向

等について整理しました。 

ヒアリングの概要 

期間：2019 年 8 月～2020 年 1 月 

対象者数：32 名（訪問 27 件＋電話 5 件） 

回答者内訳：所有者本人 20 件、代理（家族等）12 件 

       

【参考】緑地保護区域とは 

 東村山市緑の保護と育成に関する条例に基づき、300 ㎡以上の雑木林を保護区域に

指定しています。固定資産税、都市計画税の減免を行い、所有者の経済負担を軽減し

ています。 

●緑地保護区域の指定状況＝31 箇所 88,409.1 ㎡（平成 31 年 3 月末日時点） 

 

－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－ 

 

設問 1 緑地保護区域の維持管理を行っていますか？ 

・いる 30 件   

・いない 2 件 

 

  

設問 2 どのような管理方法をしていますか？※重複あり 

・下草刈 24 件   

・落ち葉はき 12 件  

・まびき 5 件  

・枝切り 23 件   

・その他 7 件     更新のための胴切り 1 件 

ゴミ掃除 1 件 

台風被害での伐採・倒木処理 2 件 

植生調査 1 件 

竹の伐採・粉砕 1 件 

除草剤の散布 1 件 

 

【傾向】 

落ち葉を堆肥として利用している所有者は落ち葉掃きと下草刈をセットで行っ

ており、緑地の管理を定期的に行っていた。落葉を活用していない緑地の所有者

（相続後の世代）は下草刈と枝切りを苦情対策として行っているようだった。 

 

いる 94% 

いない 6% 

下草刈 
34% 

枝切り 32% 

落ち葉 
はき 
17% 

まびき 
7% 

その他 10% 
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設問 3 どの位の頻度で実施していますか？ 

・苦情等があった時に不定期に（年 1 回未満） 7 件    

・年に 1 回 12 件   

・年に 1～2 回 6 件   

・年に 3、4 回もしくはそれ以上 5 件  

・管理していない 2 件 

 

【傾向】 

   緑地の利用の有無にかかわらず、ほとんどが年に

1 回か 2 回の管理を行っていた。また、苦情があっ

た時のみ対応をしている所有者が 4 分の 1 程度であ

った。さらに、定期的な作業は下草刈りと落ち葉掃

きがほとんどで、枝切り等は数年に 1 回程度という

回答がほとんどだった。 

 

 

 

 

 

 

設問 4 維持管理は主に誰が行っていますか？※重複あり 

・所有者本人（家族含む） 25 件    

・業者 16 件 

・近隣住民等 5 件  

 

【傾向】 

   下草刈りや落ち葉掃きは所有者や家族で行い、枝

切り等は業者に委託するという回答がほとんどだ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情等 
があった 
時に不 
定期に 
（年１回 
未満） 
22% 

年に１回 
37% 

年に１～ 
２回 
19% 

年に３、 
４回もしく 
はそれ 
以上 

16% 

管理して 
いない 

6% 

所有者 
本人 
（家族 
含む） 
54% 

業者 
35% 

近隣住 
民等 11% 
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設問 5 維持管理にかける費用はおよそ年間でいくらですか？ 

・伐採で 20 万円かかった。 

・大木が折れた際はクレーン車などで計 100 万ほど。 

・高木剪定を何年か前にやったときは数百万円かかった。 

・枝切りを業者に委託したところ 2～3 本で 20～30 万円かかった。 

・年 2 回の剪定作業で 40～50 万かかった。 

・通常だと年間に 10 万円くらい。高木になると 1 本だけで 7 万円ほどかかったこともあ

った。 

・平成 18 年に 62 万円。22 年に 170～180 万円。30 年に 50～60 万円かかった。 

・以前業者が入ったときは数十万かかった。 

・樹木医診断と剪定をセットで依頼したときは百何十万円かかった。 

・(緑地保護区域
*
でない)境内とセットで 200 万円かかった。 

・業者に依頼して 30 万円かかった。 

・台風の被害では 1 本 10 万円、業者に頼んだ時は何十万円かかった。 

【傾向】 

費用をかける（＝業者に委託をして行う）作業は苦情対応がほとんどだった。

金銭的な負担を強く感じている所有者が多かった。  

 

設問 6 維持管理をしていて困っていること・負担に感じていることは？ 

・不法投棄をされてしまう。（14 件） ・近隣からの苦情が多い。(11 件) 

・手入れが手間。(6 件)        ・竹（シノ）の処理が大変。(7 件) 

・台風の被害。(3 件)         ・高木化していて手に負えない。(3 件) 

・電線があり管理が難しい。(3 件)   ・日当たりが悪い。(2 件) 

・子どもが入ってきてしまう。(2 件)   ・人手不足。 

・管理を知人に任せきりでわからない。 ・猫のたまり場になっている。  

・維持管理にお金がかかる。      ・緑地が通り道になってしまっている。 

・木が倒れて遊歩道の柵を壊してしまった。 ・カラスに巣をつくられる。 

 

【傾向】 

緑地を農業等で活用し、家族ぐるみで管理を行っている所有者は困りごとが少

なかった。住宅地の中に緑地を所有している方や、相続後の世代は困りごとや負

担感が多い傾向にあった。 

 

設問 7 維持管理を行っていない理由は？ 

・屋敷林ととらえており、綺麗にするとひとが入ってきてしまう。 

・父が、手が空いている時に下草刈りや、手の届く高さの枝は処理を行っていたが、高

齢となり最近は定期的な管理は行えていない。娘夫婦は共働きの為、手に余している

状態。 

・所有者だけで管理しているため手が回らない 
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設問 8 緑地の今後についての考えや、市への要望はありますか？※重複あり 

（１）緑地の今後 

・今後も緑地として継続していく。           14 件 

・今は管理をしているが相続時に売却を検討。 15 件 

（内 8 件は市の買い取りを希望。1 件は相続処理中。）  

・その他（考えていない、不明、樹種変更を希望、 

農地にしたい等）               4 件 

 

（２）市への要望事項 

・市が緑地として買い取ってほしい。（8 件） 

・歴史環境保全地域
*
に指定をされれば、都費で管理がされるのに、市の緑地保護区域

*
に

指定されても管理面で補助などがないのはおかしい、市に土地を貸す形で管理してほし

い、緑地公園・防災公園として市に管理してもらいたい（空堀川沿い）。（他、管理費

の補助・全額市負担の要望 8 件） 

・不法投棄は市で回収する取り決めが、10～15 年前はあったように思う。ゴミが捨てら

れて、お金もかかるし、マイナスなことばかり。（他、不法投棄に関する対応要 6 件） 

・緑を保護していきたい。保護してほしい。緑保区を生産緑地に転用するなど、緑地を

残せる施策をお願いしたい。 (4 件) 

・市民の方の理解がほしい。市でも緑地保護区域
*
に指定し、緑を残してほしいという地

区にしている旨を広く知らせてほしい。(3 件) 

・遊歩道を作って、市民が利用できるようにしてほしい。 

・シルバーやボランティアに落ち葉掃きを依頼したい。 

・相続時の税の減免措置がないと山林から売却せざるを得ない。 

・都は売却時に声を掛けてと言っている。市からも買い取りの提案があってしかるべき。 

・剪定した枝などの処分方法のアドバイス、手助け、減免等があるとよい。（他、発生

材の処分についての減免等の要望 2 件） 

・市には近隣からの苦情の間に入ってほしい。 

・市から剪定等の依頼をされることがあるが、一度にまとめて依頼してほしい。 

・適正な管理がされていないという理由で、減免が 10 割でなかった年があるが、現場

の状況だけで判断されてしまい、隣地のひとと作業をする約束をしている事情までは

見てくれない。 

 
  

緑地を 
継続 
42% 

売却を 
検討 
46% 

その他 
12% 
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◇東村山市みどりの基本計画 2011施策評価（概要） 

現行計画における基本目標、重点施策、実施施策について実施した内容及び見直しの方向

性を整理しました。概要について下表にまとめます。 

＜基本目標＞ 

基本 

目標 
目的・概要など 実施内容 

実施評価と 

見直しの方向性 

緑 被 率 の

現 状 を 守

り 育 て 維

持します 

緑被率（市域面積のうち樹林

地・草地・農地を合わせた緑

地面積の割合）31.8％の現状

を守り育て維持していきま

す。 

緑地保全基金を活用した多摩湖

緑地の公有地化や、緑地保護区域

所有者への固定資産税・都市計画

税の減免による負担軽減、生垣造

成の補助等の取り組みのほか、八

国山緑地・狭山緑地の保護強化に

おける都と連携した取り組みや、

宅地開発指導要綱等による開発

時の緑化保全の指導をおこなっ

てまいりました。しかし、緑被率

は 26.3％と、5.5 ポイント減少し

ました。 

緑被率を維持することはで

きませんでした。改定計画で

は、緑被率の減少要因の分析

のもと、みどりの保全や緑化

策を検討し、適切な目標を設

定します。 

緑 地 の 公

有 地 化 面

積 を 増 や

します 

せせらぎの郷多摩湖緑地、北

山公園の緑地の公有地化面

積は、現在 3.81ha ですが、都

市計画公園・緑地の計画的な

事業化として、緑地の公有地

化を推進します。 

多摩湖緑地については、平成29年

度までに取得予定 1.5ha のうち約

1.3ha を取得しました。生産緑地に

指定されている残地の取得交渉

を今後も継続します。また、平成

30 年度には管理用地柵及び散策

路の整備工事を実施し、平成31年

4 月には都市計画緑地として一部

供用を開始しました。また、北山

公園については、平成 22～24 年

度にかけて約 0.24ha の用地を取

得しました。引き続き公有地化に

向けて、平成 30～34 年度まで都

市計画事業認可を延伸し、用地取

得に努めています。このほかに、

淵の森緑地の用地を約 960 ㎡取

得し、公有地化面積を増やすこと

ができました。 

公有地化を積極的に実施し、

保全されたみどりを増やす

ことができました。今後も効

果的なみどりの保全を進め

るため、重要な緑地を把握

し、計画に位置づけ、緑地の

状況に応じた、計画的な保全

方策を検討します。 

下 水 道 水

洗化率(接

続率）を高

めます 

平成 7 年度末に公共下水道整

備が完了しており、市全域で

水洗化が可能になっていま

すが、下水道へ未接続となっ

ている家庭、事業者があり、

市民の生活環境の改善や公

共用水域の水質改善の観点

から下水道水洗化率（接続

率）を 98.5％から 99.0％に高

めます 

令和 2 年 1 月末時点の下水道水洗

化率（接続率）は 99.2％となり、

目標値を達成しました。 

残り 610 世帯（浄化槽 489 世帯、

汲み取り 121 世帯）あり。 

目標値に対して 0.2%上回っ

たが、0.1％あげるのに約 4 年

間を要しました。 

R2 年度より、残り世帯に対し

て調査及び接続を促す通知

を５か年かけて実施する予

定ですが、目標値について

は、前回ほどの伸び率が期待

できるかは不明であり、適切

な目標値を設定します。 
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基本 

目標 
目的・概要など 実施内容 

実施評価と 

見直しの方向性 

多面的機

能を活か

して農地

を保全し

ます 

農地の状況を把握し、農業者

と市民の協働による、農地保

全を検討し利用を進めると

ともに、景観の維持向上や防

災機能等、農地の理解のため

に、市民への意識啓発、PR を

図ります。 

東村山市の農地は年々減少傾向

にあり、平成 20 年には約 181.1 

ha あった農地面積は、平成 30 年

には約 154.1ha と約 15％減少し

ています。 

都市農地を維持及び保全する取

り組みとしては、東京都や市の補

助事業により、農業用施設等の補

助や、老木化した樹木（梨）の改

植を進めるなど、市内農家の生産

機能の向上を図りました。 

また、防災兼用農業用井戸等の設

置、土砂流出防止のための土留め

フェンスの設置等を進め、地域住

民に対して都市農業に対する理

解醸成を図りました。 

依然として農地面積の減少

傾向は継続しており、引き続

き地域住民に対して都市農

業に対する理解醸成を図る

事業を実施するだけでなく、

農業経営体に対する支援策

を充実させる必要がありま

す。 

令和 2 年度から、認定農業者

に次ぐ新たな東村山市農業

の中心的な担い手となる「認

証農業者」制度を市独自に創

設し、農業用設備等に対する

支援を行う予定です。市とし

ても営農意欲の高い農業者

に対しては積極的に支援を

行い、もって東村山市農業の

振興、都市農地の保全につな

げていきます。 

都市公園
*

等の再整

備を推進

します 

都市公園
*
等の再整備として、

トイレ等の整備、ユニバーサ

ルデザインの導入を推進す

るとともに、より利用者のニ

ーズや地域の現状に合った

公園の整備・運営をしていく

ために、市民や事業者が、公

園の整備に参加することが

できるしくみづくりを進め

ます。 

利用者のニーズや地域の現状に

合った公園緑地等の整備・運営を

していくために、市民団体や市民

ボランティアの会等と外来種防

除に関する協定や管理業務に関

する協定等を締結し、市民の皆さ

んが公園緑地等の整備に参加す

ることができる仕組みづくりを

進めています。 

都市公園
*
等の再整備として、

トイレ等の整備、ユニバーサ

ルデザインの導入、「東村山

市公共の緑の植生管理のガ

イドライン」に基づいた、植

栽の適切な管理を引き続き

進めていきます。 

また、より利用者のニーズや

地域の現状に合った公園の

整備・運営をしていくため、

公園の配置や機能配分を見

直しながらの再整備を進め

るとともに、市民や市民団体

等との協定の締結など地域

との連携や、民間事業者のノ

ウハウの活用等により公園

の施設機能の充実や有効活

用を図ります。 

学校の緑

化を推進

します 

児童･生徒の教育学習の場と

してだけでなく、地域のオー

プンスペース
*
や防災活動の

拠点としても重要な学校の

緑化を推進します。 

学校の緑化について、施工方法や

維持管理手法については、平成 27

年度に全校を対象に樹木調査を

実施、平成 28 年度にこの調査結

果及び緑化審議会の意見を踏ま

え策定した「東村山市公共の緑の

植生管理のガイドライン」に則り

学校からの近隣苦情・要望により

危険樹木・越境樹木の剪定伐採等

の植栽管理を行っています。 

市内小中学校 22 校の、桜に

ついては樹齢 50 年以上を経

過し、台風等の強風により倒

木等の危険が生じる可能性

もあると認識しています。学

校との連携を図りつつ、「東

村山市公共の緑の植生管理

のガイドライン」に則り、樹

木の世代交代も含め、適切な

維持管理を進めていきます。 
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基本 

目標 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

全小中学校

の樹木・草

花をみんな

で育ててい

きます 

学校は東村山のみどりを守り

育てる次世代を育む場所とし

て、全小中学校の樹木・草花を

みんなで育てていきます。 

市内小・中学校では、環境学習の

一環として、校内の理科園や花壇

の整備を通して、児童・生徒に生

命の尊さを考えさせる機会を設け

ています。特に、人権擁護委員会

「人権の花」の取り組みでは、児

童が年間を通して草花を育てる活

動を実施しており、人権尊重の精

神を培っています。 

学校施設内の樹木や草花の整

備は、児童・生徒の豊かな心を

培ううえで大変重要な取り組

みと考えていますが、継続的

な維持・管理を担う人材が不

足しており、その充実を図り

ます。 

都市計画道

路の整備に

合わせて街

路樹を整備

します 

都市計画道路の整備に合わせ

て街路樹、歩道植栽帯の効果

的な整備を推進するととも

に、沿道の緑化を推進し、みど

り豊かな都市空間のネットワ

ーク形成を促進します。 

平成 24 年 6 月 28 日に供用開始し

た東村山都市計画道路 3・4・11 号

保谷東村山線（都施行）に延長 470

ｍの植栽（低木：つつじ）の整備を

東京都において実施。 

令和元年 7 月 29 日に供用開始し

た東村山都市計画道路 3・4・27 号

東村山駅秋津線（市施行）に延長

735ｍの街路樹（コヒガンザクラ、

アマノガワ）及び植栽（低木：つつ

じ）の整備を実施。 

歩道等の植樹形式は、道路の幅員

構成、交通及び沿道条件、景観、環

境保全、緑陰形成、維持管理など

を勘案し、選定しています。 

左記 2 路線の供用開始によ

り、沿道の緑化を進めている

が、当市においては都市計画

道路の整備率が約 20％と未

だ低い状況にあり、基本目標

の考え方を引き継ぎ、引き続

き、現在施行中である都市計

画道路の整備を図るととも

に、沿道の緑化についても推

進し、みどりのネットワーク

を形成していきます。 

緑道・散歩

道を整備し

ます 

緑道・散歩道の整備を進める

安心して歩けるみどりのネッ

トワーク整備を進めます。 

多摩湖緑地の用地取得及び散策路

等の整備、淵の森緑地（対岸緑地

含む）の用地取得、北山公園を中

心とした生物多様性
*
の取り組み、

野火止用水の樹木管理、全生園の

緑の保全等、ネットワークの核と

なる部分の整備及びこの核を結ぶ

緑道、自転車歩行者道、河川、用

水、街路樹等の整備を進めてきま

した。 

緑道や散歩道は、市民が身近

にみどりとふれあうことがで

きる空間であるとともに、環

境保全や生物多様性
*
の保全

などの機能においても重要な

ものと考えています。 

これまでに整備された緑道や

散歩道のみどりが、その機能

をさらに発揮できるよう、そ

れぞれの状況に応じた適切な

維持管理及び活用の促進に努

めていきます。 

保存生垣
*
を

増やします 

人々が参加協力してつくる東

村山のみどりの環境のひとつ

として、市が指定する保存生

垣
*
を 3,471ｍから 4,000ｍに

増やします。 

緑化推進のため、生垣設置費の補

助を行っており、平成 30 年度より

補助費の増額と補助上限の撤廃を

行いました。しかし、保存生垣
*
は、

3,157.2ｍと、313.8ｍ減少しまし

た。 

保存生垣
*
を増やすことはで

きませんでした。しかし、東村

山 50 景にも指定される生垣

は武蔵野の原風景を伝える重

要な要素であるとともに、道

路に面した生垣 は、地震・火

災・防音などに役立つことか

ら、今後も補助制度を維持し、

生垣を増やす取り組みを進め

ていきます。 
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＜重点施策＞ 

重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 1 

多摩湖緑地

公有地化 

せせらぎの郷多摩湖緑地は、「都

市計画多摩湖せせらぎ緑地」の計

画的な事業化として、みどりのネ

ットワーク化の「みどりの拠点」

と位置づけ、東村山市の里山の拠

点として整備を行い、保全・活用

を推進し、東村山の原風景「里山」

としての継承を図ります。 

多摩湖緑地については、平成 29

年度までに取得予定 1.5ha のうち

約 1.3ha を取得しました。生産緑

地に指定されている残地の取得

交渉を今後も継続します。また、

平成 30 年度には管理用地柵及び

散策路の整備工事を実施し、平成

31 年 4 月には都市計画緑地とし

て一部供用を開始しました。 

今後も、東村山の原風景「里山」

としての保全を継承し、誰もが

親しみ活用できる方法を検討

します。 

また、適切な維持管理・活用を

進めるため、指定管理者制度
*

をはじめとする公民連携によ

る管理・活用を検討します。 

重点施策 2 

北山公園用

地公有地化 

都市計画北山公園の計画的な事

業化として、公有地化の推進を図

り、北山公園全体の原風景として

継承できるように整備します。 

北山公園は、平成 22～24 年度に

かけて約 0.24ha の用地を取得し

ました。引き続き公有地化に向け

て、平成 30～34 年度まで都市計

画事業認可を延伸し、用地取得に

努めています。 

今後も、事業を継続するととも

に、北山公園全体の原風景を継

承し、誰もが親しみ活用できる

方法を検討します。 

重点施策 3 

野火止用水

植生管理

（若返り） 

野火止用水は、昭和 49 年に「東

京都野火止用水歴史環境保全地

域」に指定され、平成 19 年度に

東村山市に譲与され用水敷きの

樹木を管理していますが、高木化

等による日照・落葉等及び災害防

止のための樹木の伐採･補植等の

植生管理等が必要であり、「樹木

の若返り」を図り、水とみどりの

市民の憩いの場としての提供、み

どりのネットワークとしての一

翼を担います。 

野火止用水植生管理（若返り）は、

平成 24 年度～27 年度にかけて

萌芽更新作業を実施した。また、

平成 27 年度・31 年度に樹木の健

全度調査を行い、倒木の危険があ

る樹木の伐採を進めています。 

樹間の空いてしまうスペース

への植樹や、萌芽更新
*
等の手

法を用いた樹木の若返りを計

画的に進めていきます。また、

洗堀
*
が進み倒木の恐れのある

個所も増えており、護岸の整

備・安全対策を検討していきま

す。 

重点施策 4 

農地の保全

と活用 

生産緑地地区
*
の追加指定を進

め、農地の肥培管理を徹底して、

生産緑地の保全を図るとともに、

制度や運用について研究し改善

を進めます。また、農地の状況を

把握し、農業者と市民の協働によ

る、農地保全を検討し利用を進め

るとともに、景観の維持向上や防

災機能等、農地の理解のために、

市民への意識啓発、PR を図りま

す。担い手の育成・確保のために、

農家と援農ボランティアの交流

を進め、援農組織体制をつくりま

す。 

東村山市の農地は、年々減少傾向

にあり、平成 20 年の農地面積は

約 181.1 ha（うち 146.8ha が生産

緑地）であったが、平成 30 年の

農 地 面 積 は 約 154.1ha （ う ち

129.4ha が生産緑地）となってい

ます。（東京都農業会議資料より） 

都市農地を維持及び保全する取

り組みとしては、市の補助事業に

よる農業用施設や資材等の補助、

さらに東京都の補助事業を活用

した農業用施設等の補助や、老木

化した樹木（梨）の改植を進める

など、市内農家の生産機能の向上

を図りました。また、防災兼用農

業用井戸の設置、土砂流出防止の

ための土留めフェンスの設置等

を進め、地域住民に対して都市農

業に対する理解醸成を図りまし

た。 

依然として農地面積の減少傾

向は継続しており、引き続き地

域住民に対して都市農業に対

する理解醸成を図る事業を実

施するだけでなく、農業経営体

に対する支援策を充実させる

必要があります。 

令和 2 年度から、認定農業者に

次ぐ新たな東村山市農業の中

心的な担い手となる「認証農業

者」制度を市独自に創設し、農

業用設備等に対する支援を行

う予定です。市としても営農意

欲の高い農業者に対しては積

極的に支援を行い、もって東村

山市農業の振興、都市農地の保

全につなげていきます。 

（基本目標と共通） 
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重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 5 

都市公園等
*
の整備 

様々なひとが公園を利用で

きるよう、憩いの場、防災拠

点、自然環境、景観形成、健

康づくり、子育てなど多様な

観点から、それぞれの特性に

合わせた公園の整備、維持・

管理を進めます。また、より

利用者のニーズや地域の現

状に合った公園の整備・運営

をしていくために、近隣住民

をはじめとした市民や事業

者が、公園の整備に参加する

ことができるしくみづくり

を進めます。 

利用者のニーズや地域の現状に合

った公園緑地等の整備・運営をし

ていくために、市民団体や市民ボ

ランティアの会等と外来種防除に

関する協定や管理業務に関する協

定等を締結し、市民の皆さんが公

園緑地等の整備に参加することが

できる仕組みづくりを進めていま

す。 

  

都市公園
*
等の再整備として、トイ

レ等の整備、ユニバーサルデザイ

ンの導入、「東村山市公共の緑の

植生管理のガイドライン」に基づ

いた、植栽の適切な管理を引き続

き進めていきます。 

また、より利用者のニーズや地域

の現状に合った公園の整備・運営

をしていくため、公園の配置や機

能配分を見直しながら再整備を

進めるとともに、市民や市民団体

等との協定の締結など地域との

連携や、民間事業者のノウハウの

活用等により公園の施設機能の

充実や有効活用を図ります。（基

本目標と共通） 

重点施策 6 

みどりの学

校づくり 

東村山のみどりを守り育て

る次世代を育む場所として、

様々な環境教育を進めると

ともに、みどりの施工方法や

維持管理手法の検討、保護者

や地域住民の活動の調整な

ど各学校の特性に応じた緑

化を進めるための市の体制

を整備し、みどりの学校づく

りを進めます。 

学校の緑化について、施工方法や

維持管理手法については、平成 27

年度に全校を対象に樹木調査を実

施、平成 28 年度にこの調査結果及

び緑化審議会の意見を踏まえ策定

した「東村山市公共の緑の植生管

理のガイドライン」に則り学校か

らの近隣苦情・要望により危険樹

木・越境樹木の剪定伐採等の植栽

管理を行っています。 

市内小中学校 22 校の、桜につい

ては樹齢 50 年以上を経過し、台

風等の強風により倒木等の危険

が生じる可能性もあると認識し

ています。学校との連携を図りつ

つ、「東村山市公共の緑の植生管

理のガイドライン」に則り、樹木

の世代交代も含め、適切な維持管

理を進めていきます。（基本目標

と共通） 

重点施策 7 

水とみどり

のネットワ

ークの策定 

市内公共緑地等の緑地(公園・

緑地・水辺・緑道）等の拠点

を結び、みどりのネットワー

ク化の推進を図ります。 

多摩湖緑地の用地取得及び整備、

淵の森緑地（対岸緑地含む）の用

地取得、北山公園を中心とした生

物多様性
*
の取り組み、野火止用水

の樹木管理、全生園の緑の保全等、

ネットワークの核となる部分の整

備及びこの核を結ぶ緑道、自転車

歩行者道、河川、用水、街路樹等

の整備を進めてきました。 

緑道や散歩道は、市民が身近にみ

どりとふれあうことができる空

間であるとともに、環境保全や生

物多様性
*
の保全などの機能にお

いても重要なものと考えていま

す。これまでに整備された緑道や

散歩道のみどりが、その機能をさ

らに発揮できるよう、それぞれの

状況に応じた適切な維持管理及

び活用の促進に努めていきます。

（基本目標と共通） 
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重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 8 

全生園の緑

の保全 

「人権の森構想」推進活動を通

じ、約 3 万本の樹木を有する

国立療養所多磨全生園の豊か

なみどりを保全していきま

す。 

「人権の森」構想推進事業のうち、多

磨全生園へ足を運んでいただくこと

や、将来の緑の保全を目的の一環と

して、平成 17 年度から清掃ボランテ

ィアを継続して開催しています。 

このほかにも、平成 27 年度から語り

部講演会（年 2 回開催。平成 28 年度

からは 2 回開催のうち 1 回は市外で

開催）と散策ツアーを、平成 28 年度

から多磨全生園を学ぶ講座を開催し

ています。また平成 27 年度からは東

京都の主催する「ヒューマンライツ

フェスタ東京」へも参加しています。

なお多磨全生園が東京 2020 オリン

ピックの聖火リレーコース及びセレ

ブレーション会場にも決定したこと

からも、今後も幅広く普及啓発を行

っていきます。 

平成 30 年度から、市、多磨全生

園、入所者自治会の 3 者による

意見交換会が開催され、現在年

度内に 2 回程度の頻度で開催し

ています。 

令和元年度に災害協定を締結

し、今後具体的な内容の協議や、

地域開放に向けた話し合いを継

続しながら「人権の森」構想を

推進していきます。 

重点施策 9 

生垣モデル

地域の推進 

市内には景観的に優れた生垣

が多く存在していますが、維

持管理に多くの手間が掛かる

ことから減少傾向にありま

す。今後も市街地における「み

どり」としての役割の重要性

は計りしれません。｢生垣モデ

ル地区」の推進にあたり、地域

的・景観的に適切な地域を選

択し、住民・地域自治会等の協

力を得ながら「生垣モデル地

域」の指定を図ります。 

生垣モデル地区の指定には現在まで

至っていません。市では緑化推進の

ため、生垣設置費の補助を行ってお

り、平成 30 年度より補助費の増額と

補助上限の撤廃を行いました。 

東村山 50 景にも指定される生

垣は武蔵野の原風景を伝える重

要な要素であるとともに、道路

に面した生垣 は、地震・火災・

防音などに役立つ大変貴重なも

のと認識しています。 

合意形成などの面で、生垣モデ

ル地域の指定は困難ですが、生

垣設置費の補助等の施策の充実

により、貴重な生垣の保全と、

さらなる増加の取り組みを進め

ていきます。 

重点施策 10 

宅地開発指

導要綱・条

例等による

緑地保全・

緑化推進 

宅地開発時等における緑の保

護・保全を図るため、緑化推進

の条例化等の推進を進めま

す。 

平成 28 年度に「東村山市公共の緑の

植生管理のガイドライン」を作成し、

宅地開発等の協議の際に参考資料と

して提示しています。 

緑化率等を定めた新たな条例制

定の予定は現在ありませんが、

都の「用途地域等に関する指定

方針及び指定基準」の中でも、

市全域を緑化地域
*
に指定し、緑

化率を定めることが望ましいと

していることから、都市計画等

と整合性を図りつつ検討を進め

ます。当面は植生管理のガイド

ラインの周知を継続します。 
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重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 11 

ボランティア

活動の推進

（市民協働） 

本計画に基づき、市民･事業者･

行政がそれぞれの立場から「み

どりのまちづくり」に積極的に

取り組むことが求められます。

今後、今まで活動されていた団

体と協議し、創設を予定するボ

ランティア組織を中心として、

支援･啓発･参加と協力体制を推

進し、協働による計画を進めま

す。 

ボランティア団体や市民団体と協定を

締結し、公園・緑地の整備や管理に協働

で取り組んでいます。 

また、市内約 160 ヶ所の公園等で登録

いただいた個人・団体ボランティアの

皆さんに清掃作業・樹木剪定・花壇作業

等を行なっていただいています。その

活動に対し、市では保険への加入及び

必要な道具の提供等を行っています。 

市民協働の推進に関する取り組みとし

ては、協働講座の開催等により、ボラン

ティア団体や市民団体を協働パートナ

ーとして醸成するため、支援していま

す。 

公園・緑地の維持管理を担って頂

いているボランティアの高齢化

や担い手不足が課題となってお

り、ボランティア活動に参加した

いと思える仕組みづくりが必要

と考えます。 

また、今後は、地域のニーズに応

じた適切なみどりの維持管理及

び活用を図るため、市民協働や公

民連携の手法について検討を進

めます。 

重点施策 12 

みどりを育む

人づくり・組

織づくり 

専門的な「みどり」に関する知

識・技術を有する人材の協力、

指導を得ながら、「みどり」に

関心のあるひとたちに伝える勉

強会やワークショップなどを開

催し、みどりを守り育む地域や

活動グル―プを支援します。 

市では、基本計画を実現するため「みど

りの未来ミーティング」を組織し、２か

月に１回の会議を開催し、市内の緑化

や啓発活動等について協議をしていま

す。このみどりの未来ミーティングが

中心となり「みどりの楽校」としてウォ

ークラリーや虫取りハイク、野鳥観察

会等を実施しています。 

また、市民団体との共催による春・秋の

みどりの祭典や秋津ちろりん村での農

作業体験イベントなどを通じて、市民

にみどりの啓発を行っています。 

  

今後も、これまでの施策を継続

し、みどりのイベントなどを通じ

て、みどりへの意識向上を図り、

みどりを育むひとづくりを進め

ていきます。 

また、地域での活動を担うボラン

ティア団体等の活動を支援する

ため、活動団体の意向に配慮しな

がら、団体相互の活動情報を共有

できる仕組みづくりを検討しま

す。 

また、都市緑地法や都市公園法の

改正により、市民や民間事業者に

よるみどりの管理制度が充実し

てきていることから、指定管理者

制度
*
等の既存制度とともに、新た

な制度の活用等による公民連携

を適切に進め、緑地や公園におけ

るイベントや啓発活動のさらな

る充実を検討します。 

重点施策 13 

八国山たいけ

んの里活用 

里山の拠点にある「八国山たい

けんの里」の普及啓発、環境学

習の中核に位置づけ、エコツー

リズム、体験教室や研究学習な

どの各種イベント開催や自然体

験に活用していきます。 

ボランティアの協力を得て、自然観察

会、草木染、考古と自然のコラボ講座等

のイベントを実施。また、たいけんの里

で「ちょこっと体験」として木のペンダ

ントや葉っぱのスタンプ等の体験事業

を実施しています。 

開館から１０年が経過し、来館者数が

減少傾向にありましたが、体験学習等

の内容を見直し、平成３０年度には前

年より来館者数を増やすことができま

した。 

今後も、これまでの施策を継続

し、里山の拠点にある「八国山た

いけんの里」の普及啓発、環境学

習の中核に位置づけ、引き続きイ

ベント等の見直しを行いながら、

来館者の増を目指します。 
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3 東村山市みどりの基本計画諮問書・答申書 

◇諮問書 

 
 
  

31 東まみ発第 39 号 

令和 2年 1月 28日 

東村山市緑化審議会 

会長 福嶋 司 様 

 

東村山市長 

渡 部  尚 

 

 

東村山市みどりの基本計画の改定について（諮問） 

 

東村山市緑の保護と育成に関する条例（昭和 48 年条例第 19 号）第５

条の規定に基づき、令和３年度を起点とする東村山市みどりの基本計画

の改定について、貴審議会に意見を求めたく、ここに諮問いたします。 
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 ◇答申書 

 

 

 

  令和３年２月 19 日 
東村山市長 渡部 尚 様 

東村山市緑化審議会 
会長  福嶋 司 

 
東村山市みどりの基本計画の改定について（答申) 

 
令和２年１月 2８日付、31 東まみ発第 39 号にて諮問のあった東村

山市みどりの基本計画の改定について、当審議会では慎重に審議を
重ねました。 
市事務局より提出された添付の原案は緑化審議会での議論に加え

市民公募委員によるワークショップや関係者への聞き取り調査、パ
ブリックコメントの実施等により広く市民意見を取り入れたもので
す。  
また、みどりの現況調査等によりみどりの現状や法的根拠につい

ての把握が適切に行われ、これに基づく具体的な目標指標が設定さ
れていることを確認しました。 
このことから、当審議会はこの原案が市の緑化行政の基本的な方

針を示すものと認め「東村山市みどりの基本計画 2021」としてまと
められるよう、ここに答申します。 
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4 東村山市緑の保護と育成に関する条例 

 
    第 1章 総則 

(目的) 
第 1条 この条例は、東村山市の緑の自然環境を保護、育成し、市民の健全な生活環境の
確保向上を図ることを目的とする。 
(運用の基本理念) 

第 2条 この条例は、緑の自然環境が市民の生活にとって欠くことができないものであ
り、その保護、育成は今日の重要かつ急務とする課題であることを認識し、その理念の
もとに運用されなければならない。 
(国・都との協力) 

第 3条 この条例の趣旨は、国又は都の責務及び施策と競合するものでなく、一体的協力
を図りつつ第 1 条の目的を達成しようとするものである。 

第 2章 市の責務 
(基本的責務) 

第 4条 市長は、あらゆる施策を通じて緑の保護と育成が図られるよう努めなければなら
ない。 
(計画の作成及び実施) 

第 5条 市長は、東村山市緑化審議会の意見を聴いて、緑の保護と育成のための施策に関
する計画を作成し、これを実施するものとする。 
(公共事業における義務) 

第 6条 市長は、市が行う公共事業の計画を定め、及びこれを実施するに当たっては、こ
の条例の趣旨を十分配慮しなければならない。 
(施設の緑化義務) 

第 7条 市は、その設置し、又は管理する施設について、その緑化に努めなければならな
い。 

第 3章 市民等の協力 
(市民の責務) 

第 8条 市民は、自ら緑を守り、植樹するなどその育成に努めるとともに、市長が実施す
る施策に協力しなければならない。 
(事業者の責務) 

第 9条 事業者は事業活動により、自然環境及び生活環境を損わないよう必要な措置をと
るとともに、積極的に緑の保護と育成に努め市長の実施する施策に協力しなければなら
ない。 
(国、都等の機関の義務) 

第 10 条 国、都及びその他の公共機関は、その設置し、又は管理する施設についてその
緑化に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。 
(開発行為における原則) 

第 11 条 何人も開発に当たっては、現にある樹木、樹林を最大に残すよう努めるととも
に、造成地について可能な限り多く植樹するなどその緑化をしなければならない。 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000024
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
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第 4章 施策 
(保護区域の指定) 

第 12 条 市長は、緑の保護を図るため必要があると認めるときは、東村山市緑化審議会
及び所有者の意見を聴いて緑地保護区域(以下「指定区域」という。)を指定することが
できる。 

2 自然公園法(昭和 32年法律第 161 号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和 41 年法律第 101
号)、東京都立自然公園条例(昭和 33年東京都条例第 17 号)及び東京における自然の保
護と回復に関する条例(平成 12 年東京都条例第 216 号)により指定された区域は、前項
の指定区域に含まれないものとする。 

一部改正〔平成 14 年条例 10 号〕 
(行為の制限) 

第 13 条 指定区域内において、次の各号の行為をしようとする者は、あらかじめ市長の
許可を受けなければならない。 
(1) 建築物その他工作物の新築、増築又は改築 
(2) 宅地の造成、その他土地の形質の変更 
(3) 木竹の伐採 
(4) その他自然環境に重大な変更を生ずるおそれのある行為 

2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については、これを適用しない。 
(1) 指定区域の土地の所有者又は管理者が行う通常の維持管理行為 
(2) 道路交通上危険な木竹の伐採 
(3) その他市長がやむを得ないと認める行為 
(中止命令等) 

第 14 条 市長は、前条の許可を受けないで同条第 1 項各号に掲げる行為をする者又は虚
偽の申請により許可を受けた者に対しては、その行為の中止又は原状回復若しくは代替
措置を命ずることができる。 

2 市長は、所有者が前項の命令に従わないときは、指定区域の指定を解除することがで
きる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(保存樹木等の指定) 

第 15 条 市長は、良好な自然環境を確保するために、第 12 条による指定区域外における
樹木、生け垣等を保存樹木等として指定することができる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(伐採等の届出) 

第 16 条 前条の規定により指定を受けた保存樹木等の所有者は、保存樹木等について保
護、育成に努めなければならない。 

2 前項の所有者は、保存樹木等の伐採をしようとするときはあらかじめ市長に届出なけ
ればならない。 
(指定期間) 

第 16 条の 2 指定区域及び保存樹木等として指定する期間は、原則として 10年以上とす
る。 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000108
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000108
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000124
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000121
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000141
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000117
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000124
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000154
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000104
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000163
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000175
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追加〔平成 7年条例 19号〕 
(土地の買い入れ等) 

第 17 条 市長は、指定区域内の土地について、その土地の所有者がその土地を市におい
て買い入れるべき旨の申出があった場合においては、予算の範囲内においてこれを買い
入れるよう努めるものとする。 

一部改正〔平成 14 年条例 10 号〕 
(指定の変更及び解除) 

第 18 条 市長は、公益上の理由その他やむを得ない理由があると認めるときは、指定区
域又は保存樹木等の指定を変更し、又は解除することができる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(実地調査等) 

第 19 条 市長は、指定区域又は保存樹木等に関して実地調査等が必要であると認める場
合は、この条例の目的達成に必要な限度において職員を他人の土地に立ち入らせ、調査
をさせることができる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(農地の保全、育成) 

第 20 条 市長は、優良な農地については、この条例の趣旨に適合する自然の一部として
その保全、育成のための施策を講ずるものとする。 
(苗木の育成等) 

第 21 条 市長は、緑の保護と育成を推進するため、苗木の育成及び供給について必要な
措置に努めるものとする。 
(税の減免) 

第 21 条の 2 市長は、指定区域に指定したときは、当該土地の所有者に対して課する固定
資産税及び都市計画税を東村山市税条例(昭和 25年東村山市条例第 4 号)第 53 条の規定
に基づき、減免することができる。 

追加〔平成 7年条例 19号〕 
(補助) 

第 22 条 市長は、保存樹木等として指定したときは、当該保存樹木等の所有者に対し
て、その維持管理に要する費用の一部を規則に定めるところにより、補助することがで
きる。 

全部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
第 5章 緑化審議会 

(設置) 
第 23 条 市長の諮問に応じ、緑の保護と育成に関する重要な事項を調査及び審議するた
め東村山市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、緑の保護と育成に関する重要事項について、市長に意見を述べることがで
きる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(組織) 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000216.html?id=j53
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第 24 条 審議会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員 13 人以内をもって組織
する。 
(1) 市議会の推せんする市議会議員 4 人以内 
(2) 農業委員会の推せんする農業委員 2人以内 
(3) 一般市民 4 人以内 
(4) 学識経験者 3人以内 

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任
期間とする。 

一部改正〔平成 11 年条例 18 号〕 
(会長) 

第 25 条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。 
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

(会議) 
第 26 条 審議会の会議は、会長が招集する。 
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところに
よる。 

第 6章 補則 
(自然破壊事実の公表) 

第 27 条 市長は、この条例の趣旨に反して著しく自然を破壊している者があるときは、
その事実を市民に公表するものとする。 
(委任) 

第 28 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
一部改正〔昭和 51 年条例 28 号〕 

附 則(昭和 51年 12月 27 日条例第 28号抄) 
(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和 51 年 10 月 1日から適用する。 
附 則(平成 7 年 9 月 22日条例第 19 号) 

(施行期日) 
1 この条例は、平成 7年 10月 1日から施行する。 

(経過措置) 
2 この条例の施行の際、現に改正前の東村山市緑の保護と育成に関する条例(以下「旧条
例」という。)第 12条又は第 15 条の規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存
樹林は、この条例の施行の日において、改正後の東村山市緑の保護と育成に関する条例
(以下「新条例」という。)第 12条に規定する指定区域とする。 

3 新条例第 16 条の 2の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例第 12 条又
は第 15 条の規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存樹木等に係る指定期間に

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000259
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
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ついては、この条例の施行の日以後、最初に到来する当該指定期間の更新の日までの間
は、なお従前の例による。 

4 新条例第 21 条の 2の規定は、この条例の施行の際、現に旧条例第 12 条又は第 15 条の
規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存樹林について適用する。 

5 新条例第 22 条の規定は、この条例の施行の際、現に旧条例第 15 条の規定に基づき保
存樹木として指定を受けているものについて適用する。 

6 次項の規定による改正前の東村山市税条例第 53 条第 1 項第 2 号に該当する固定資産で
あるとして、この条例の施行の日の前日までの間において行った指定区域及び保存樹林
に係る固定資産税の減免は、改正後の東村山市税条例第 53 条第 1 項第 3号の規定に基
づき行った減免とみなす。 
(東村山市税条例の一部改正) 

7 東村山市税条例(昭和 25 年東村山市条例第 4号)の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
附 則(平成 11年 7月 1日条例第 18 号抄) 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 14年 3月 28 日条例第 10 号) 
この条例は、公布の日から施行する。 
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５ 用語解説  

用語 読み方 解説

■ア行

運動公園 うんどうこうえん

都市公園の種別のひとつ。都市基幹公園に分類され、「都市住民全
般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に
応じ１箇所当たり面積15～75haを標準として配置する」とされてい
る。

エコロジカルネッ
トワーク

えころじかるねっ
とわーく

生物多様性を保全するため、生態系の拠点となるみどりを適切に配
置し、つながりをもたせること。生きものの生息・生育地となるみ
どりの核や緩衝となるみどりを適切に配置するとともに、生きもの
の分散・移動による個体群の交流を促進するため、生態的なみどり
の回廊を確保することが基本となる。

オープンガーデン おーぷんがーでん 個人の庭を一般に公開する活動。

オープンスペース おーぷんすぺーす
公園や広場、運動場、水面など、建物に覆われていない土地や敷地
内の空地の総称。

■カ行

ガーデンコンテスト
がーでんこんてす
と

個人が作った個性ある庭の技術や美しさなどを競うコンテスト。応
募写真等で審査される。全国では自治体や民間団体の主催で同様の
コンテストが数多く開催されている。

街区公園 がいくこうえん

都市公園の種別のひとつ。住区基幹公園に分類され、「主として街
区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街
区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、そ
の敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。」と
されている。

外来種防除事業
がいらいしゅぼう
じょじぎょう

生態系に悪影響を与えている外来生物について学び、防除するイベ
ント。東村山市では北山公園の自然環境を守るため、公園内の外来
生物の生態や捕獲方法等のレクチャーの後、専門家の指導のもと捕
獲し、在来種との判別に挑戦するイベント等を開催している。ま
た、北山公園では市民団体と協定を締結し、日頃から外来種の防除
や普及啓発等の活動を行っている。

街路樹診断
がいろじゅしんだ
ん

活力の衰えた樹木や倒木・幹折れ・枝折れなどの危険性がある樹木
を発見して適切な処置を施すことにより、樹木の健全な育成を図
り、樹木による事故を防止することを目的に行う樹木の健康度等の
調査。東村山市では東京都が平成26年度に発行した「平成26年度
街路樹診断マニュアル」に沿って診断を行い、伐採すべき樹木の選
定を行っている。

河畔林 かはんりん

河川と相互に影響を及ぼす(洪水をうける，日陰をつくるなど）範囲
の林。河畔周辺では様々な生きものの食物連鎖により栄養が循環し
ている。河畔林は餌となる有機物の供給のほか，日射遮断，隠れ場
形成など生きものの生息場の保全，水質浄化といった多機能を持っ
ている。

近隣公園 きんりんこうえん

都市公園の種別のひとつ。住区基幹公園に分類され、「主として近
隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣
に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷
地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。」とされてい
る。

グリーンカーテン ぐりーんかーてん

植物を建築物の外側に生育させることにより、建築物の温度上昇抑
制を図る省エネルギー手法の一つ。東村山市では地球温暖化対策の
一環として、グリーンカーテンを設置した市民や市内団体を対象と
した「グリーンカーテンコンテスト」を実施している。

公募設置管理制度
（Park－PFI制度）

こうぼせっちかん
りせいど（ぱーく
ぴーえふあいせい
ど）

都市公園において飲食店、売店等の公園施設（公募対象公園施設）
の設置又は管理を行う民間事業者を、公募により選定する手続き制
度。事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元する
ことを条件に、事業者には都市公園法の特例措置がインセンティブ
として適用される。
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コミュニティガー
デン

こみゅにてぃがー
でん

地域の住民グループが主体となって公園の一角や地域の遊休地を利
用し、趣味、学習、環境保全など多様な目的を持って花や野菜を育
てる活動。

■サ行

狭山丘陵
さやまきゅうりょ
う

狭山丘陵は、埼玉県南西部及び東京都北西部にまたがる武蔵野台地
のほぼ中央に位置し、東西約11km、南北約4kmの紡錘形に広がる独
立した丘陵地で、首都圏を代表する重要な自然環境となっている。
東村山市内では、平成元年に東京都が策定した「みどりのフィン
ガープラン」において狭山丘陵として位置づけられている区域に北
山公園の用地を加えたものを狭山丘陵の一部ととらえている。

残存・植栽群落等
をもった公園、墓
地等

ざんぞん・しょく
さいぐんらくとう
をもったこうえ
ん、ぼちとう

残存・植栽群落は、環境省の植生区分により50～100年生の雑多な
残存樹・植栽樹からなる樹群地のことで、残存・植栽群落等をもっ
た公園、墓地等は、屋敷林、社寺林、都市における植栽林、既存の
断片林、混在林等を持つ大面積の都市公園等のこと。

指定管理者制度
していかんりしゃ
せいど

公の施設の、より効果的・効率的な管理を行うため、その管理に民
間の能力を活用するとともに、その適正な管理を確保するしくみを
整備し、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的とし
た制度。

児童遊園 じどうゆうえん
児童福祉法及び東村山市立公園条例に規定される都市公園以外の公
園で、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊か
にすることを目的とする屋外型の児童厚生施設。

市民農園 しみんのうえん

農業に対する理解を深め、健康的でゆとりある生活の実現を図ると
ともに良好な都市環境の形成と農地の保全に資するため、市が所有
者から借りた農地を整備し、市民の方に有料で貸し出している農
園。

市民緑地制度
しみんりょくちせ
いど

市内に残る貴重な民有緑地を保全するとともに、広く市民の利用に
供するため、緑地や緑化施設を公開する制度で、市民緑地契約制度
と市民緑地認定制度がある。
市民緑地契約制度は、都市緑地法に基づき土地所有者と地方公共団
体、民間主体などが契約を締結し、地域の人たちに利用できるよう
に開放する制度（都市緑地法第55 条）。
市民緑地認定制度は、緑化地域及び緑化重点地区内の民有地を市民
の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作
成し、市の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用す
る制度（都市緑地法第60 条）。

市民緑地認定制度
しみんりょくちに
んていせいど

緑化地域及び緑化重点地区内の民有地を市民の利用に供する緑地と
して設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市の認定を受け
て、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度（都市緑地法第
60 条）。市民緑地設置管理計画の認定制度。

生産緑地地区
せいさんりょくち
ちく

市街化区域内にある農地のみどりを活かし、計画的、永続的に保全
することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに、都市環
境を形成することを目的として「生産緑地法」に基づき、都市計画
に定める地域地区の一つ。

生物多様性
せいぶつたようせ
い

生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約で
は、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という3つのレベ
ルで多様性があるとしている。

生物多様性地域戦略

せいぶつたようせ
いちいきせんりゃ
く

生物多様性基本法に基づき地方公共団体が策定する、生物多様性の
保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画。
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洗堀 せんくつ 水の流れにより河岸・河床の土砂が洗い流されること。

総合公園 そうごうこうえん

都市公園の種別のひとつ。都市基幹公園に分類され、「都市住民全
般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを
目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当たり面積10～50haを標準
として配置する」とされている。

■タ行

第一種低層住居専
用地域

だいいっしゅてい
そうじゅうきょせ
んようちいき

地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、住居、商業、工業等、
市街地の大枠としての土地利用を定めるため、都市計画で定められ
た用途地域の一つで、低層住宅のための地域。小規模なお店や事務
所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる。

体験農園 たいけんのうえん
農家（園主）の指導のもと、種まきから育成・収穫まで本格的な農
業を体験することができる農園。

地区計画 ちくけいかく

都市計画法に基づく制度で、特定の区域において、住宅地や商業地
など地区の特性に応じたまちなみや環境の保全・形成を目的に、敷
地や建築物等に関する特別なルールを都市計画に定め、地区住民・
権利者が主体となりまちづくりに取り組む手法。

田園住居地域
でんえんじゅう
きょちいき

平成30（2018）年に住居系用途地域の一類型として創設された用途
地域のひとつ。農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域
で、住宅に加え、農産物の直売所等の農業用施設が建築可能。

特別保存樹木
とくべつほぞん
じゅもく

「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき市が指定する、
「保存樹木」の要件を満たさないものの、歴史上、風土上及び景観
上の配慮から保全が必要とされている樹木。

都市公園 としこうえん
都市公園法に規定される国又は地方自治体が設置する公園又は緑
地。

都市緑地 としりょくち

都市公園の種別のひとつ。都市の自然環境の保全及び都市景観の向
上等を目的に設置される。東村山市が開設する都市緑地は「せせら
ぎの郷多摩湖緑地」及び「農とみどりの体験パーク『秋津ちろりん
村』」の二カ所。

■ナ行

仲よし広場 なかよしひろば
東村山市立公園条例に規定される都市公園以外の公園で、開発指導
要綱に基づき提供された用地等を公園用地として譲り受け、市が維
持管理している。

農の風景育成地区
制度

のうのふうけいい
くせいちくせいど

農地や屋敷林などが比較的まとまって残る地区を指定し、地域内の
緑地や農地の保全・活用・連携の方針を策定します。育成計画に基
づき、取り組みを進めることで、地域のまちづくりと連携しながら
農のある風景を保全、育成する制度。

■ハ行

ヒートアイランド ひーとあいらんど 都市部の気温がその周辺の郊外部に比べて高温を示す現象。

風致地区 ふうちちく
都市計画法に基づく制度で、都市の風致（都市に残された水やみど
りなどの貴重な自然）を維持するため定められる。

萌芽更新
ほうがこうしん、
ぼうがこうしん

緑地の管理方法の一つ。年を経た樹木を伐採し、切り株から出た萌
芽を育て樹木の若返りを図ること。かつては薪や炭に利用される細
い材をたくさん生産するのに適しているため、里山管理の手法とし
て多く行われていた。
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防災協力農地
ぼうさいきょう
りょくのうち

農家が所有する農地について、農家や農家の同意を得たＪＡが地方
自治体と、災害が発生したときに農地を防災空間として利用する内
容の協定を自主的に締結する取り組み。

保存生垣 ほぞんいけがき
「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき市が指定する、
設置後3年以上が経過し長さ10ｍ以上連続している生垣。

保存樹木 ほぞんじゅもく
「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき市が指定する、
健全で、樹容が美観上優れ、管理が行われているもので、樹高10.0
ｍ以上、地上1.0ｍにおける幹の周囲が1.5ｍ以上の樹木。

■マ行

緑の多い住宅地
みどりのおおい
じゅうたくち

環境省の植生区分により、植生以外の地域の「市街地」のうち、樹
林地、草地を含む植被が30％以上混在する場。

みどり法人制度
みどりほうじんせ
いど

都市緑地法に基づき、NPO法人やまちづくり会社などの団体を申請
により市町村が指定し、みどり法人として緑地の保全や緑化の推進
を行う制度。正式には、緑地保全・緑化推進法人制度。

民設公園 みんせつこうえん
都市計画公園・緑地の早期整備を図るため、東京都の認定を受けた
民間事業者が、敷地の7割を公園的空間として整備すること等を条件
に、建築制限等を緩和する東京都独自の制度。

■ヤ行

谷戸 やと 丘陵地が湧水や水の流れに侵食されて形成された谷状の地形。

■ラ行

緑化重点地区
りょくかじゅうて
んちく

都市緑地法に基づき、地方自治体が緑の基本計画で定める「重点的
に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」のこと。

緑化地域 りょくかちいき
都市緑地法に基づき、緑が不足している市街地などにおいて、一定
規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合
以上の緑化を義務づける制度。

緑地協定
りょくちきょうて
い

都市緑地法に基づく制度で、地域の良好な環境を形成するため、緑
地の保全や緑化に関する事項を土地所有者等の合意により締結する
協定。

緑地保護区域
りょくちほごくい
き

「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき定められる原則
300㎡以上の一団となった樹林地等のうちその保護を図ることが必
要な区域で、固定資産税、都市計画税の減免措置がされる。

緑地保全地域
（東京都指定）

りょくちほぜんち
いき

「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき東京都の
指定する５種類の保全地域のうちのひとつで、樹林地、水辺等が単
独で、又は一体となって自然を形成している市街地の近郊の地域
で、その良好な自然を保護することが必要な土地の区域。都市緑地
法第５条の緑地保全地域とは異なる制度。

歴史環境保全地域
れきしかんきょう
ほぜんちいき

「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき東京都の
指定する５種類の保全地域のうちのひとつで、歴史的遺産と一体と
なった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自
然を保護することが必要な土地の区域。

連続立体交差事業
れんぞくりったい
こうさじぎょう

東村山駅を中心に西武鉄道新宿線、国分寺線及び西武園線の約4.5ｋ
ｍの区間について鉄道を高架化し、道路と鉄道を連続的に立体交差
化するもの。
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市の木 

市の花 

市の鳥 

市の木「けやき」は古くから武蔵野の代表的な樹木です。 

当市には都の天然記念物に指定されている梅岩寺のケヤキをはじめ

数多く繁茂しています。 

（昭和４９年９月２５日制定） 

市の花「つつじ」は市内のいたるところに見られます。その昔は八

国山に自生のカバレンゲや山ツツジもありました。色鮮やかな美し

さと親しみやすさは、市民の心のよりどころとなっています。 

（昭和４９年９月２５日制定） 

東村山市の頭文字「ヒ」と「ム」を鳩の型に図案化し、市民の平和

と市の躍進を表現したものです。 

（昭和３９年４月１日制定） 

市の鳥「ハクセキレイ」は体が細く、尾が長くスマートで、白い顔

に、目を通る黒いストライプが特徴です。ほぼ１年間通して見られ、

とくに空堀川、野火止用水、前川、北川、多摩湖畔などの水辺で多

く見られます。 

（平成６年１２月１日制定） 

市 章 

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/
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	重点
	実施評価と見直しの方向性
	実施内容
	目的・概要など
	施策
	今後も、東村山の原風景「里山」としての保全を継承し、誰もが親しみ活用できる方法を検討します。また、適切な維持管理・活用を進めるため、指定管理者制度*をはじめとする公民連携による管理・活用を検討します。
	多摩湖緑地については、平成29年度までに取得予定1.5haのうち約1.3haを取得しました。生産緑地に指定されている残地の取得交渉を今後も継続します。また、平成30年度には管理用地柵及び散策路の整備工事を実施し、平成31年4月には都市計画緑地として一部供用を開始しました。
	せせらぎの郷多摩湖緑地は、「都市計画多摩湖せせらぎ緑地」の計画的な事業化として、みどりのネットワーク化の「みどりの拠点」と位置づけ、東村山市の里山の拠点として整備を行い、保全・活用を推進し、東村山の原風景「里山」としての継承を図ります。
	重点施策1多摩湖緑地公有地化
	今後も、事業を継続するとともに、北山公園全体の原風景を継承し、誰もが親しみ活用できる方法を検討します。
	北山公園は、平成22～24年度にかけて約0.24haの用地を取得しました。引き続き公有地化に向けて、平成30～34年度まで都市計画事業認可を延伸し、用地取得に努めています。
	都市計画北山公園の計画的な事業化として、公有地化の推進を図り、北山公園全体の原風景として継承できるように整備します。
	重点施策2
	北山公園用地公有地化
	樹間の空いてしまうスペースへの植樹や、萌芽更新*等の手法を用いた樹木の若返りを計画的に進めていきます。また、洗堀*が進み倒木の恐れのある個所も増えており、護岸の整備・安全対策を検討していきます。
	野火止用水植生管理（若返り）は、平成24年度～27年度にかけて萌芽更新作業を実施した。また、平成27年度・31年度に樹木の健全度調査を行い、倒木の危険がある樹木の伐採を進めています。
	野火止用水は、昭和49 年に「東京都野火止用水歴史環境保全地域」に指定され、平成19 年度に東村山市に譲与され用水敷きの樹木を管理していますが、高木化等による日照・落葉等及び災害防止のための樹木の伐採･補植等の植生管理等が必要であり、「樹木の若返り」を図り、水とみどりの市民の憩いの場としての提供、みどりのネットワークとしての一翼を担います。
	重点施策3野火止用水植生管理（若返り）
	依然として農地面積の減少傾向は継続しており、引き続き地域住民に対して都市農業に対する理解醸成を図る事業を実施するだけでなく、農業経営体に対する支援策を充実させる必要があります。令和2年度から、認定農業者に次ぐ新たな東村山市農業の中心的な担い手となる「認証農業者」制度を市独自に創設し、農業用設備等に対する支援を行う予定です。市としても営農意欲の高い農業者に対しては積極的に支援を行い、もって東村山市農業の振興、都市農地の保全につなげていきます。（基本目標と共通）
	東村山市の農地は、年々減少傾向にあり、平成20年の農地面積は約181.1 ha（うち146.8haが生産緑地）であったが、平成30年の農地面積は約154.1ha（うち129.4haが生産緑地）となっています。（東京都農業会議資料より）都市農地を維持及び保全する取り組みとしては、市の補助事業による農業用施設や資材等の補助、さらに東京都の補助事業を活用した農業用施設等の補助や、老木化した樹木（梨）の改植を進めるなど、市内農家の生産機能の向上を図りました。また、防災兼用農業用井戸の設置、土砂流出防止のための土留めフェンスの設置等を進め、地域住民に対して都市農業に対する理解醸成を図りました。
	生産緑地地区*の追加指定を進め、農地の肥培管理を徹底して、生産緑地の保全を図るとともに、制度や運用について研究し改善を進めます。また、農地の状況を把握し、農業者と市民の協働による、農地保全を検討し利用を進めるとともに、景観の維持向上や防災機能等、農地の理解のために、市民への意識啓発、PR を図ります。担い手の育成・確保のために、農家と援農ボランティアの交流を進め、援農組織体制をつくります。
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	実施内容
	目的・概要など
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	都市公園*等の再整備として、トイレ等の整備、ユニバーサルデザインの導入、「東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン」に基づいた、植栽の適切な管理を引き続き進めていきます。また、より利用者のニーズや地域の現状に合った公園の整備・運営をしていくため、公園の配置や機能配分を見直しながら再整備を進めるとともに、市民や市民団体等との協定の締結など地域との連携や、民間事業者のノウハウの活用等により公園の施設機能の充実や有効活用を図ります。（基本目標と共通）
	利用者のニーズや地域の現状に合った公園緑地等の整備・運営をしていくために、市民団体や市民ボランティアの会等と外来種防除に関する協定や管理業務に関する協定等を締結し、市民の皆さんが公園緑地等の整備に参加することができる仕組みづくりを進めています。　
	様々なひとが公園を利用できるよう、憩いの場、防災拠点、自然環境、景観形成、健康づくり、子育てなど多様な観点から、それぞれの特性に合わせた公園の整備、維持・管理を進めます。また、より利用者のニーズや地域の現状に合った公園の整備・運営をしていくために、近隣住民をはじめとした市民や事業者が、公園の整備に参加することができるしくみづくりを進めます。
	重点施策5都市公園等*の整備
	市内小中学校22校の、桜については樹齢50年以上を経過し、台風等の強風により倒木等の危険が生じる可能性もあると認識しています。学校との連携を図りつつ、「東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン」に則り、樹木の世代交代も含め、適切な維持管理を進めていきます。（基本目標と共通）
	学校の緑化について、施工方法や維持管理手法については、平成27年度に全校を対象に樹木調査を実施、平成28年度にこの調査結果及び緑化審議会の意見を踏まえ策定した「東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン」に則り学校からの近隣苦情・要望により危険樹木・越境樹木の剪定伐採等の植栽管理を行っています。
	東村山のみどりを守り育てる次世代を育む場所として、様々な環境教育を進めるとともに、みどりの施工方法や維持管理手法の検討、保護者や地域住民の活動の調整など各学校の特性に応じた緑化を進めるための市の体制を整備し、みどりの学校づくりを進めます。
	重点施策6みどりの学校づくり
	緑道や散歩道は、市民が身近にみどりとふれあうことができる空間であるとともに、環境保全や生物多様性*の保全などの機能においても重要なものと考えています。これまでに整備された緑道や散歩道のみどりが、その機能をさらに発揮できるよう、それぞれの状況に応じた適切な維持管理及び活用の促進に努めていきます。（基本目標と共通）
	多摩湖緑地の用地取得及び整備、淵の森緑地（対岸緑地含む）の用地取得、北山公園を中心とした生物多様性*の取り組み、野火止用水の樹木管理、全生園の緑の保全等、ネットワークの核となる部分の整備及びこの核を結ぶ緑道、自転車歩行者道、河川、用水、街路樹等の整備を進めてきました。
	市内公共緑地等の緑地(公園・緑地・水辺・緑道）等の拠点を結び、みどりのネットワーク化の推進を図ります。
	重点施策7水とみどりのネットワークの策定
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	実施内容
	目的・概要など
	施策
	平成30年度から、市、多磨全生園、入所者自治会の3者による意見交換会が開催され、現在年度内に2回程度の頻度で開催しています。令和元年度に災害協定を締結し、今後具体的な内容の協議や、地域開放に向けた話し合いを継続しながら「人権の森」構想を推進していきます。
	「人権の森」構想推進事業のうち、多磨全生園へ足を運んでいただくことや、将来の緑の保全を目的の一環として、平成17年度から清掃ボランティアを継続して開催しています。このほかにも、平成27年度から語り部講演会（年2回開催。平成28年度からは2回開催のうち1回は市外で開催）と散策ツアーを、平成28年度から多磨全生園を学ぶ講座を開催しています。また平成27年度からは東京都の主催する「ヒューマンライツフェスタ東京」へも参加しています。なお多磨全生園が東京2020オリンピックの聖火リレーコース及びセレブレーション会場にも決定したことからも、今後も幅広く普及啓発を行っていきます。
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